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は じ め に  

  

 

 

  

男性も女性もお互いの人権を尊重しあい、ともに支えあう対等なパートナー

としてあらゆる分野に参画できる社会の実現は、豊かで活力あるまちづくりに

欠かせないものです。 

本市では、平成１７年に「高梁市男女共同参画推進条例」を制定するととも

に、平成１９年に「高梁市男女共同参画基本計画」を、また、平成２４年に「第

２次高梁市男女共同参画基本計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向け

て各種施策に取り組んでまいりました。 

しかしながら、急速な少子高齢化に加え、近年頻発する大規模災害や新型コ

ロナウイルス感染症等の流行など、様々な要因により個人の価値観、家族のあ

り方、雇用・就労形態など社会全体のあり方は大きく変わってきています。 

一方で、家庭、地域、職場などにおいては、性別による固定的な役割分担意

識や、その意識に基づく社会的慣行がいまだ根強く残っています。 

このような目まぐるしい社会の変化や多様性に対応し、真の男女共同参画社

会を実現するため、これまでの取組の成果や課題などを踏まえ、このたび「第

３次高梁市男女共同参画基本計画」を策定いたしました。 

男女共同参画社会の実現は、行政の取組だけでは決して成しえるものではあ

りません。市民、関係団体、事業者など、さまざまな方々と力を合わせて「と

もに生き、ともに認め合える社会を目指して」全力で取り組んでまいりますの

で、一層のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

最後に、本計画の策定にあたり、多くの皆様に貴重なご意見・ご提言をお寄

せいただきましたことに対しまして心よりお礼申し上げます。 

 

 令和 ３年 ３月 

高梁市長 

 近  藤  隆  則
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第１章  計画の趣旨 

１．男女共同参画社会とは  
 

男女共同参画社会とは、男女共同参画社会基本法第 2 条（※１）において定義されており、

男性も女性も意欲に応じてあらゆる分野で活躍できる社会をイメージしています。 
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（内閣府資料抜粋） 

 

※１ 男女共同参画社会基本法第 2 条第１項「男女共同参画社会の形成」 （抜粋） 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に 

参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受 

することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会を形成することをいう。 
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２．計画策定の趣旨 

 

男女がお互いの人権を尊重し、ともに支え、責任を分かち合いながら社会のあらゆる分

野に参画していくことができる男女共同参画社会の実現は、市民一人ひとりが本人の意欲

に応じてあらゆる分野で活躍でき、豊かな人生を送ることができるまちづくりの推進に繋

がります。本市においても男女共同参画社会の実現に向けて、市民・事業者・行政の役割

を再認識するとともに、各種施策を計画的に取り組むため、「第３次高梁市男女共同参画基

本計画」を策定します。 

 

 

３．計画の背景 
 

＜世界では＞ 

世界では、国際連合を中心に「女子差別撤廃条約」（昭和 54（1979）年）や「北京宣

言・行動綱領」（平成 7（1995）年）の採択など、これまで様々な取組を行ってきました。 

また、平成 27（2015）年には、国際社会の共通の目標として「持続可能な開発のため

の 2030 アジェンダ」が採択され、その中に掲げられた「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

（※2）」の 17 の目標の一つとして「ジェンダー（※3）平等の実現」が設定されました。 

このように、ジェンダーの平等は共通の目標として世界で共有されています。 

 

 

※２  持続可能な開発目標（SDGs（Sustainable Development Goals）） 

2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015 年 9 月の国連 

サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2030 

年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17 のゴール・169 のターゲット 

から構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。SDGs は発展途上国 

のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本としても積 

極的に取り組んでいます。 

※３ ジェンダー 

「社会的・文化的に形成された性別」のことです。人間には生まれついての生物学的性別 

（セックス／sex）があります。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げら 

れた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成 

された性別」（ジェンダー／gender）といいます。「社会的・文化的に形成された性別」は、 

それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われています。 
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＜国では＞ 

 国は、国際社会の取組と連動しながら「男女雇用機会均等法」などの整備を進め、昭和

60（1985）年に、「女子差別撤廃条約」を批准しました。 

また、平成 11（1999）年施行の「男女共同参画社会基本法」に基づき、「男女共同参

画基本計画」を策定し、関連施策の推進を図っています。 

 その後も、平成 13（2001）年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律（DV（※４）防止法）」、平成 28（2016）年に「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（女性活躍推進法）」を施行するなど、男女共同参画社会の実現に向けた法整

備や取組を行い、現在は第 5 次となる男女共同参画基本計画を策定しています。 

  

※４ DV 

「配偶者や交際相手など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」のことで、 

「ドメスティック・バイオレンス（Domestic Violence）」ともいわれ、しばしば「DV」と 

略されて使われています。DV には、殴る、蹴るといった身体的暴力だけでなく、精神的暴 

力、性的暴力、経済的暴力、社会的暴力なども含まれます。 

 

＜岡山県では＞ 

 県は、国際社会や国内の動きを背景に男女共同参画社会の実現に向けた取組を行い、平

成 11（1999）年 4 月に、男女共同参画社会づくりを推進するための拠点施設として「岡

山県男女共同参画推進センター（ウィズセンター）」を開設しました。 

 また、平成 13（2001）年 3 月に県の基本計画として「おかやまウィズプラン 21」を

策定し、同年 10 月には「岡山県男女共同参画社会の促進に関する条例」を施行しました。 

その後も、男女共同参画社会の実現に向けた様々な取組を行っており、現在は、第 5 次

となる「おかやまウィズプラン」を策定しています。 

 

＜高梁市では＞ 

 本市においても、豊かで活力ある男女共同参画社会の実現を目指し、平成 17（2005）

年 4 月に「高梁市男女共同参画推進条例」を施行しました。この条例に基づき、平成 19

（2007）年に「高梁市男女共同参画基本計画」を、また平成 24（2012）年 3 月に「第

2 次高梁市男女共同参画基本計画」を策定し、男女共同参画のまちづくりを計画的に推進

してきました。 

 男女共同参画の考え方は、徐々に浸透しつつあるものの、家庭・職場・地域社会といっ

た様々な場面において、長い歴史の中で生まれた、固定的な性別役割分担意識や社会的慣

習・慣行は依然として存在しています。 

 また、少子高齢化・人口減少が進む中、将来にわたり持続可能な地域社会を構築してい

くためには、これまで以上に男女共同参画社会を推進していく必要があります。 

 これらの現状を踏まえ、本市では、男女共同参画社会の実現に向けた計画的な取組を行

っていきます。 
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４．男女共同参画を取り巻く社会情勢からみえてくる課題 
 

 

●少子高齢化・人口減少の進行 

 我が国は、少子高齢化・人口減少社会に突入しており、その傾向は、本市においても顕

著に表れています。 

「図表１ 高梁市の人口推移」及び「図表 2 高梁市の人口構成」をみると、本市の人口 

減少は今後も続いていくことが予想され、令和 22（2040）年には 65 歳以上の人口が生

産年齢といわれる 15～64 歳の人口を追い越すという推計が出ています。 

これらの状況は、労働力人口の不足、地域の人手不足や活力低下などを引き起こす大き

な要因になると考えられます。 

こうした中で、女性の活躍を推進することは、女性も働き手の一人として、労働力人口

の増加が期待されるだけでなく、国民の価値観の多様化が進む中で、様々な視点が確保さ

れ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある持続可能な社会を生み出すことに繋

がります。 

また、少子高齢化が進むことは、高齢者を支える現役世代が減少していくことを意味し

ており、内閣府が公表した「令和元（2019）年版高齢社会白書（全体版）」では、令和 47

（2065）年には、現役世代 1.3 人で 1 人の 65 歳以上の者を支える社会が到来すること

が予想されています。 

これらの状況に対応するため、「男は仕事、女は家庭」に代表される固定的な性別役割分

担意識を解消し、仕事・家庭・地域等、あらゆる場において、性別に関係なく、男女がと

もに個性や能力を発揮し活躍することができる社会づくりが必要であるといえます。 

 

 

 
 

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

65歳以上 12,360 12,376 12,245 11,741 10,943 10,084 9,416 8,638

15～64歳 18,935 16,706 14,572 12,855 11,464 10,264 8,943 7,776

0～14歳 3,429 2,993 2,561 2,168 1,893 1,641 1,437 1,256

0人
5,000人
10,000人
15,000人
20,000人
25,000人
30,000人
35,000人
40,000人

■図表1 高梁市の人口推移（2010～2045年）

0～14歳 15～64歳 65歳以上

2015 年までは「国勢調査」、2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口」 
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●平均寿命の延伸と人生 100 年時代の到来 

我が国は現在、世界有数の長寿社会を迎えており、厚生労働省の簡易生命表によると、

令和元（2019）年の我が国の平均寿命は、男性 81.41 歳、女性 87.45 歳であり、90 歳

まで生存する女性の割合は過半数を超えるという結果が出ています。 

本市においても、平成 27（2015）年の平均寿命は、男性が 81.2 歳、女性が 87.8 歳

となっています。 

このような状況の中、男性も女性も若いうちから人生 100 年時代を意識し、これから

は「教育、仕事、老後」という単線型の人生設計ではなく、本人の希望に応じて、仕事と

家庭や地域、また個人の生活との調和を図っていくことが、生涯にわたり豊かな人生をも

たらすと考えられます。 

また、平均寿命の延伸により、今後、男女ともに親や配偶者の介護の担い手としての負

担が増大することが予想され、地域との繋がりが乏しい場合は、孤立した介護生活に繋が

る恐れもあります。 

これらのことから、人生 100 年時代の安心の基盤である生涯にわたる健康を実現し、

仕事だけでなく、家事・育児・介護に主体的に関わり、生涯にわたって自立した生活が維

持できるよう、全ての人々が、それぞれの希望に応じた様々な働き方、学び方、生き方を

選べる環境づくりが必要であるといえます。 

 

●頻発する大規模災害や新型コロナウイルス感染症等の流行による影響 

 大規模な災害の発生や感染症の流行は、全ての人々の生活を脅かすと同時に、女性や脆

弱な状況にある人々により深刻な影響を与える可能性があります。このような非常時にお

いては、平常時における固定的な性別役割分担意識を反映して、増大する家事・育児・介

護等の家庭責任が女性に集中しがちであること、女性がより職を失いやすいこと、配偶者

等からの暴力や性被害・性暴力が増加するといった諸課題が一層顕在化することが懸念さ

れます。 

そのため、非常時において女性に負担が集中するなどの課題が深刻化しないよう、平常 

時からあらゆる施策の中に男女共同参画の視点を含めることが必要であるといえます。 

9.8% 9.3% 8.7% 8.1% 7.8% 7.5% 7.3% 7.1%

54.2% 52.1%
49.6% 48.0% 47.2% 46.7%

45.2% 44.0%

35.4% 38.6% 41.7%
43.9% 45.0% 45.9%

47.6% 48.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

■図表2 高梁市の人口構成（2010～2045年）

0～14歳 15～64歳 65歳以上

2015 年までは「国勢調査」、2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口」 
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●法律・制度の整備と女性の政策・方針決定過程への参画拡大 

 働き方改革関連法の制定や女性活躍推進法の一部改正が行われるなど、女性活躍を推進

するための法律・制度の整備が進められる中、女性の就業者数は増加傾向となっています

が、男性と女性の間の待遇の格差は依然として残っており、固定的な性別役割分担意識の

影響から、働き続けることを希望しながらも働くことができない女性もいまだ存在してい

ます。 

このような状況において、働きたい人全てが、仕事と子育て・介護・社会活動等を含む 

生活との二者択一を迫られることなく、働き続けることができ、その能力を十分に発揮す

ることができる環境を整備していくことが必要であるといえます。 

  

 

 

５．計画の位置づけ 
 

 この計画は、「男女共同参画社会基本法第 14 条第 3 項」及び「高梁市男女共同参画推

進条例第 9 条」に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するための基本計画です。 

 また、本計画の「基本目標Ⅱ 男女の人権が尊重される社会の構築」の「重点目標 4 

あらゆる暴力（DV 等）の根絶」を「DV 防止法」第 2 条の 3 第 3 項に規定する市町村

基本計画（DV 防止計画）に位置づけるとともに、「基本目標Ⅲ 男女がともに活躍する

社会づくり」を「女性活躍推進法」第 6 条第 2 項に規定する市町村推進計画（女性活躍

推進計画）に位置づけます。 

 「高梁市総合計画」の目指す都市像や基本理念を踏まえるとともに、「高梁市子ども・

子育て支援事業計画」等と連携しながら、高梁市の男女共同参画社会の形成に取り組みま

す。 

 

 

 

６．計画の期間 
 

 この計画の期間は、令和 3（2021）年度から令和 7（2025）年度までの 5 年間とし

ます。 
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第２章  計画策定の基本的な考え方 

１．基本理念  
 

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思であらゆる分野に参画し、お互いの個性

や能力を認め合い、ともに歩んでいける社会の実現を目指して、「高梁市男女共同参画推進

条例」第 3 条において次の 6 つの基本理念を定めています。 

 

 

① 一人ひとりが互いを大切にし、性別による差別や暴力的な行為を受

けることなく、男女の人権が尊重されること。

② 性別による固定的な役割分担意識に基づく制度又は慣行を見直し、

一人ひとりが多様な生き方を選択することができること。

③ 市の政策又は民間の団体における方針等の立案及び決定に、男女が

対等な構成員として参画する機会が確保されること。

④ 家族を構成する男女が、互いの協力と社会支援の下に、家庭生活に

おける活動と勤労等の社会生活における活動とが両立できること。

⑤ 男女が、互いの性に関する理解を深め、妊娠、出産等に関してその

意思が尊重されるとともに、生涯を通じた心身の健康が配慮される

こと。

⑥ 国際社会での取組の成果を尊重し、国際的協調の下に進められるこ

と。
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２．基本目標 
 

6 つの基本理念のもとに、次の 3 つの基本目標を掲げ、市民・事業者・行政がそれぞれ

の課題を共有し、ともに男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり 

あらゆる分野において、性別に関係なく、男女がともに個性や能力を発揮し活躍するこ

とができる男女共同参画社会の実現のためには、固定的な性別役割分担意識、偏見や性差

別などが社会的に作られたものであることを一人ひとりが理解し、意識を改革していくこ

とが必要です。 

様々な場面において、男女共同参画の視点に立った広報、啓発を行い、お互いの人権を

認め合う意識づくりを進めます。 

 

 

基本目標Ⅱ 男女の人権が尊重される社会の構築 

一人ひとりの人権を尊重した適切な支援を行うことにより、誰もが安心して暮らせる環

境づくりを推進します。 

また、あらゆる暴力の発生を防ぎ、暴力を容認しない環境づくりを推進し、被害者への

支援体制の充実を図っていきます。 

 

基本目標Ⅲ 男女がともに活躍する社会づくり 

豊かで活力ある持続可能なまちづくりを進めるために、あらゆる分野において、性別に

関係なく、男女がともに個性や能力を発揮し活躍することができる社会づくりを推進しま

す。 

また、誰もが男女の区別なく一人の人間として多様なライフスタイルを選択できるよう、

行政・事業者・労働者が一体となって、男女がいきいきと活躍できる社会づくりを進めま

す。 
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３．計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 点 目 標 施 策 の 方 向 

１．男女共同参画社会の実現に向けた 

基盤づくり 
① 社会制度・慣行の見直し 

２．男女共同参画推進のための情報収集 

及び広報活動の充実 

① 男女共同参画に関する現状調査の実施 

② 広報紙及びホームページ等を活用した広報活動の実施 

③ 国際的視野に立った男女共同参画の促進 

３．学校・家庭・地域における男女共同 

参画教育・学習の推進 

① 学校における男女共同参画教育・学習の推進 

② 家庭・地域における男女共同参画教育・学習の推進 

重 点 目 標 施 策 の 方 向 

４．あらゆる暴力（DV等）の根絶 

【DV防止計画】 

① 男女間及び児童へのあらゆる暴力（DV等）の発生を 

防ぐ環境づくりの推進 

 ② 被害者への相談・支援体制の充実 

５．情報化社会における男女の人権尊重 ① 情報化社会への対応 

６．生涯を通じた健康支援 
① 性と生殖に関する健康の重要性についての普及・啓発 

② 生涯を通じた男女の健康支援 

７．あらゆる人々が安心して暮らせる 

環境づくり 

① ひとり親家庭への支援 

② 高齢者・障害者・外国人等への支援 

重 点 目 標 施 策 の 方 向 

８．政策・方針決定の場への女性の参画 

促進 

① 行政分野における女性の参画促進 

 ② 民間企業・各種団体等における女性の参画促進 

９．地域社会における男女共同参画の 

推進 

① 地域社会及び防災・災害対応における男女共同参画の 

推進 

10．雇用等の分野における男女の均等な 

機会と待遇の確保 

① 男女の均等な雇用機会と待遇の確保 

② 女性が働き続けることのできる環境づくり 

③ ハラスメントへの対応 

11．ワーク・ライフ・バランス（仕事と 

生活の調和）の推進 

① 仕事と家庭・地域生活等の両立支援・環境整備 

② 多様で柔軟な働き方の推進 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり 

基本目標Ⅱ 男女の人権が尊重される社会の構築 

基本目標Ⅲ 男女がともに活躍する社会づくり 【女性活躍推進計画】 



11 

 

 

第３章  計画の内容 

 

 

 

 

 

 重点目標１ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり 

男女共同参画の考え方は、以前に比べると浸透してきたものの、長い歴史や伝統の中で社会的

に形成された固定的な性別役割分担意識は、実生活の中では根強く残っています。 

本市の市民意識調査において、「男は仕事、女は家庭」という考え方について、「同感しない」

と回答した割合は全体で7割を超えており、前回（平成22（2010）年度）調査時よりも高く

なっていますが、家庭での役割についての現状は、依然として「生活費を稼ぐ」は主に男性が行

っており、「日常の家事」については主に女性が行っているという結果が出ています。 

こうした固定的な性別役割分担意識は、一人ひとりの多様な生き方を制限する要因となり、女

性が主体的に生きるための自由な選択や能力発揮の妨げとなるだけでなく、男性にとってもプレ

ッシャーとなることがあります。 

男女がともに個性や能力を発揮し活躍することができる男女共同参画社会の実現のためには、

一方的な押し付けではなく、固定的な性別役割分担意識、偏見や性差別などが社会的に作られた

ものであることを一人ひとりが理解し、意識を改革していくことが必要です。 

また、近年顕在化してきた性的マイノリティ（※５）については、性の多様性を理解し、お互いの

違いを認め合える意識啓発を行っていくことが必要です。 

 

 

※５  性的マイノリティ 

性的少数者、セクシュアル・マイノリティともいわれ、心身と心の性が一致しない、性愛の対象が 

必ずしも異性に向かわない等の性自認、性的指向をもつ人々の総称です。 

「LGBT」と表現することもありますが、これは、代表的な性自認、性的指向である次の言葉の頭 

文字をとった性的マイノリティの総称の一つです。 

     ・Ｌ（レズビアン）：女性の同性愛者 

     ・Ｇ（ゲイ）：男性の同性愛者 

     ・Ｂ（バイセクシュアル）：両性愛者 

     ・Ｔ（トランスジェンダー）：「身体の性」は男性でも、「心の性」は女性というように、「身体の性」 

                   と「心の性」が一致しないため、「身体の性」に違和感を持つ人。 

                   「心の性」にそって生きたいと望む人も多く見られます。 

 

 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり 
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＜市民意識調査＞ 

 

 

 

 

 

25.0%
22.0%

9.4% 9.6%

35.0%

51.0%

60.0%

76.9%

70.5%

60.0%

18.0% 15.0% 12.3%

8.4%
5.2%6.0%

3.0% 1.4%

11.5%
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0%

10%
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30%

40%
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60%
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90%

H17 H22 R2 県（R1） 国（R1）

■図表３ 「男は仕事、女は家庭」という考え方について（全体）

同感する 同感しない わからない 無回答

13.8%

1.0%

1.0%

5.5%

14.7%

26.4%

1.2%

1.2%

2.1%

8.6%

30.2%

25.7%

5.9%

17.1%

10.0%

10.0%

16.9%

26.4%

4.0%

13.3%

14.5%

11.4%

29.9%

15.0%

2.6%

4.8%

10.0%

10.2%

14.7%

39.4%

35.6%

4.3%

17.3%

55.1%

43.9%

48.9%

11.9%

11.9%

13.5%

8.1%

15.4%

13.1%

12.8%

5.7%

6.7%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域活動への参加

(n=421)

育児（乳幼児の世話）

(n=421)

こどもの教育としつけ

(n=421)

家族の介護や看護

(n=421)

日常の家事

(n=421)

日々の家計の管理

(n=421)

生活費を稼ぐ

(n=421)

■図表４ 家庭での役割についての現状（全体）

男性が中心だ

が女性も手伝

う

男性 と女

性が同程

度

女性が中心だ

が男性も手伝

う

ほとんど女

性がしてい

る

単身者・同性の

みの世帯、該

当・対象者なし

無回答

ほとんど男

性がしてい

る

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する市民意識調査」 

 

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する市民意識調査」 
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＜施策の方向と推進する施策＞ 

施策の方向 推進する施策 所管課 

① 社会制度・慣行の見直し 男女共同参画に関する意識を高めるための

広報の充実を図ります。 

市民課、社会教育課 

人権週間、男女共同参画週間などあらゆる

機会を活用し、人権擁護委員や関係団体等

と連携した各種啓発を行います。 

市民課、社会教育課 

 

 

＜数値目標＞ 

項目 現状値 目標値 

市民意識調査の「生活費を稼ぐ」の現状に 

おいて「主に男性が行っている」と回答した 

割合 

※「主に男性が行っている」＝「ほとんど男性がしている」と

「男性が中心だが女性も手伝う」の割合の合計 

令和2年度 令和7年度 

44. 9％ 30％ 

市民意識調査の「日常の家事」の現状に 

おいて「主に女性が行っている」と回答した 

割合 

※「主に女性が行っている」＝「ほとんど女性がしている」と

「女性が中心だが男性も手伝う」の割合の合計 

令和2年度 令和7年度 

69. 3％ 45％ 
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重点目標２ 男女共同参画推進のための情報収集及び広報活動の充実 

男女共同参画意識の浸透を図るためには、定期的な現状把握、達成状況の検証が必要です。 

現状調査を実施し、その達成状況の検証を行います。また、広報紙やホームページ等を活用し、

広報活動を積極的に行います。 

また、男女共同参画の取組は、ジェンダー平等を含む「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」など、

国際社会と密接な関係があることから、国際社会の情報を収集・活用し、国際的視野に立った男

女共同参画を促進していく必要があります。 

 

 

＜施策の方向と推進する施策＞ 

施策の方向 推進する施策 所管課 

① 男女共同参画に関する 

  現状調査の実施 

取組状況や意識調査を実施し、達成状況の 

検証を行います。 

関係各課 

② 広報紙及びホームペー 

ジ等を活用した広報活 

動の実施 

人権週間、男女共同参画週間などあらゆる

機会を活用し、広報活動を行います。 

市民課、秘書広報課 

③ 国際的視野に立った 

  男女共同参画の促進 

国際社会の取組や先進事例等を収集・活用

するとともに、市民への情報提供を行いま

す。 

市民課、秘書広報課 

企画政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 重点目標３ 学校・家庭・地域における男女共同参画教育・学習の推進 
 

 一人ひとりの意識や価値観は、生まれたときから大人になるまで、学校・家庭・地域など周囲

の様々な影響を受けて形成されていきます。 

人権意識や平等意識を育てるために、学校教育の果たす割合は大きく、また、家庭や地域にお

いても、親世代の意識や生活態度、地域の慣習などは子どもに大きな影響を与えます。 

そのため、「男の子だから、女の子だから…」といった固定的な性別役割分担意識にとらわれる

ことなく、男女共同参画社会の実現に向けて、学校・家庭・地域が連携を図りながら、様々な場

面において、男女共同参画の視点に立った教育や学習の機会を提供することが必要です。 

  

＜市民意識調査＞ 

 

 

21.1%

16.3%

15.8%

11.2%

10.2%

8.6%

6.7%

4.4%

3.4%

1.5%

0.7%

18.3%

18.6%

15.0%

12.3%

9.6%

9.6%

6.0%

4.5%

3.6%

2.0%

0.4%

23.5%

14.4%

16.5%

10.3%

10.7%

7.7%

7.3%

4.3%

3.2%

1.1%

0.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

生活指導や進路指導において、男女の区別なく能力を生かせるよう配慮する

学校生活での児童・生徒の役割分担を男女同じにする

現在、男女必修で行われている家庭科をはじめとして、男女平等の意識を育てる

授業をさらに充実する

男女平等に関する教職員研修を行う

保護者会などを通じ、男女平等教育への保護者の理解を深める

健全な異性観を育てるための性教育の充実に努める

校長や教頭に女性を増やしていく

出席簿、座席、ロッカーの順番など、男女を分ける習慣をなくす

わからない

その他

学校教育の中でする必要はない

■図表５ 小・中・高等学校において行うとよいと思うもの（複数回答可）

全体(n=388) 男性(n=184) 女性(n=231)

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する市民意識調査」 
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＜施策の方向と推進する施策＞ 

施策の方向 推進する施策 所管課 

① 学校における男女共同 

参画教育・学習の推進 

男女平等を推進する教育・学習の充実を図

ります。 

学校教育課 

② 家庭・地域における男女 

共同参画教育・学習の 

推進 

男女共同参画意識を高める学習機会を確保

します。 

市民課、社会教育課 

 

 

＜数値目標＞ 

項目 現状値 目標値 

人権問題学習講座参加者数 

（男女共同参画社会啓発講演会） 

令和元年度 令和７年度 

168人 200人 
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 重点目標４ あらゆる暴力（ DV等 ）の根絶 【 DV防止計画 】 

性別や間柄を問わず、全ての暴力は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、決して許さ

れるものではありません。暴力は、配偶者等からの暴力（DV）、性犯罪、セクシュアル・ハラス

メント（※６）だけでなく、児童虐待を含む親子間の暴力など様々なものがあります。 

本市の市民意識調査において、暴力（身体的・精神的・社会的・経済的・性的）を受けたこと

がある人は全体の11.4％であり、そのうち、「誰にも相談しなかった」と回答した割合は、男性

46.7％、女性22.0％となっています。 

DV等の被害は、個人あるいは家庭の問題と認識されてきたことや、相談や届出をすることに

抵抗感を持つ人が多いため、誰にも相談しない場合が多く、被害が潜在化する傾向があります。 

また、「どこに（誰に）相談してよいのかわからなかった」と回答した人も男性が12.5％、女

性が5.0％いることから、より一層、相談窓口の周知徹底を図ることが必要です。 

県や関係機関と連携しながら、あらゆる暴力の発生を防ぎ、暴力を容認しない環境づくりを推

進し、被害者への支援体制の充実を図っていく必要があります。 

 

 

※６  セクシュアル・ハラスメント（セクハラ） 

継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる性的な言動であ 

り、それは、単に雇用関係にある者の間のみならず、施設における職員とその利用者との間や団体 

における構成員間など、様々な生活の場で起こり得るものであると定義されています。 

 

 

＜市民意識調査＞ 

 

  

ある(n=47）, 

11.4%

ない(n=345),

88.6%

■図表６ ＤＶ（身体的・精神的・社会的・経済的・性的）を受けたことがある人

全体

n=392

基本目標Ⅱ 男女の人権が尊重される社会の構築 

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する市民意識調査」 
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46.7%

26.7%

20.0%

6.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

誰にも相談しなかった

友人・知人

家族・親戚

誰にも相談できなかった

行政のＤＶ相談窓口

医療関係者

警察

民間の専門家や専門機関（弁護士・カウンセラー）

その他

■図表７ どこ（誰）に相談しましたか （男性(n=16)）

36.6%

26.8%

22.0%

9.8%

2.4%

2.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家族・親戚

友人・知人

誰にも相談しなかった

警察

医療関係者

民間の専門家や専門機関（弁護士・カウンセラー）

行政のＤＶ相談窓口

その他

誰にも相談できなかった

■図表８ どこ（誰）に相談しましたか （女性(n=31)）

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する市民意識調査」 
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25.0%

18.8%

18.8%

12.5%

12.5%

6.3%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

自分さえ我慢すればやっていけると思った

自分にも悪いところがあると思った

相談するほどのことではないと思った

相談しても無駄だと思った

どこ（誰）に相談してよいのかわからなかった

相談したことがわかると仕返しされると思った

その他

加害者に「誰にも言うな」と脅かされた

恥ずかしくて誰にも言えなかった

相手の行為は愛情の表現だと思った

相談相手の言動によって不快な思いをさせられると思った

世間体が悪い

他人を巻き込みたくなかった

他人に知られると、これまでどおりの付き合いができなくなると思った

そのことについて思い出したくなかった

■図表９ 誰にも相談しなかった理由 （男性(n=7)）

15.0%

15.0%

15.0%

10.0%

10.0%

10.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

自分さえ我慢すればやっていけると思った

相談しても無駄だと思った

その他

自分にも悪いところがあると思った

恥ずかしくて誰にも言えなかった

相談するほどのことではないと思った

相手の行為は愛情の表現だと思った

どこ（誰）に相談してよいのかわからなかった

相談相手の言動によって不快な思いをさせられると思った

世間体が悪い

他人に知られると、これまでどおりの付き合いができなくなると思った

相談したことがわかると仕返しされると思った

加害者に「誰にも言うな」と脅かされた

他人を巻き込みたくなかった

そのことについて思い出したくなかった

■図表１０ 誰にも相談しなかった理由 （女性(n=9)）

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する市民意識調査」 
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＜施策の方向と推進する施策＞ 

施策の方向 推進する施策 所管課 

① 男女間及び児童へのあ 

らゆる暴力（ＤＶ等）の 

発生を防ぐ環境づくり 

の推進 

あらゆる暴力（ＤＶ等）を許さない社会環境

づくりに向けての啓発を行います。 

市民課、こども未来課 

② 被害者への相談・支援体 

  制の充実 

ＤＶ等に関する相談窓口の周知・徹底を図

ります。 

市民課、こども未来課 

ＤＶ相談やＤＶ等に関する支援を行いま

す。 

市民課、こども未来課 

 

 

＜数値目標＞ 

項目 現状値 目標値 

DV・虐待防止にかかる啓発活動回数 

※民生委員・児童委員との連携、学校訪問、広報活動 

令和元年度 令和7年度 

32回 50回 
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重点目標５ 情報化社会における男女の人権尊重 

近年、スマートフォンや SNS（※７）の普及に伴い、世界中の膨大な情報を簡単に手に入れるこ

とができる一方で、それらが悪用され、プライバシーの侵害や暴力的な表現による誹謗中傷など

人権を侵害するような被害が多発しています。 

このような情報化社会において、発信者側が自主的に人権を尊重した表現ができるよう促すと

ともに、受信者側も情報を主体的に収集・判断できるよう広報、啓発を行うことが必要です。 

また、ＳＮＳ利用者の多い若年層においては、スマートフォンでの監視や束縛など、交際相手

などからの暴力（デートDV）に繋がる可能性もあるため、予防啓発や教育・学習を行っていく

必要があります。 

 

 

※７  SNS 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social Networking Service）の略で、インターネット 

上で登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制のサービスのことであり、Facebook 

や LINEなどがあります。 

       

 

 

＜施策の方向と推進する施策＞ 

施策の方向 推進する施策 所管課 

① 情報化社会への対応 市の様々な広報（刊行物やホームページ等）

において、人権や男女共同参画に配慮した

表現を行います。 

秘書広報課・関係各課 

プライバシーの侵害や誹謗中傷の防止に向

けた広報、啓発を行います。 

市民課 
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重点目標６ 生涯を通じた健康支援 

男女は身体的性差によって、ライフステージに応じた健康面での配慮が必要であり、男女がお

互いに違いを理解し、人権を尊重することは、男女共同参画の推進には欠かせないものです。 

特に、女性においては、妊娠や出産の可能性があることなど、生涯を通じて男性とは異なる健

康上の問題に直面するため、「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライ

ツ）（※８）」についての理解が必要です。 

また、一人ひとりが性別や年齢に応じて取り組むべき健康課題について意識し、日ごろから健

康づくりを実践できるよう、様々な機会で啓発活動を行うとともに、健康支援を進めていきます。 

 

※８  性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ） 

＜性と生殖に関する健康（リプロダクティブ・ヘルス）＞ 

人間の生殖システム、その機能と（活動）過程の全ての側面において、単に疾病、障害がないと 

いうばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態であること。 

      ＜性と生殖に関する権利（リプロダクティブ・ライツ）＞ 

       全てのカップルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自 

由に決定でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利、並びに最高水準の 

性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得る権利。  

    

   

＜施策の方向と推進する施策＞ 

施策の方向 推進する施策 所管課 

① 性と生殖に関する健康 

の重要性についての 

普及・啓発 

命の大切さと性についての理解を深めるた

めの学習の機会を提供します。 

健康づくり課 

② 生涯を通じた男女の健 

康支援 

健康寿命の延伸による地域の活性化を進

め、運動習慣の定着を図るため、関係機関と

連携した健康増進事業を推進します。 

健康づくり課 

 

＜数値目標＞ 

項目 現状値 目標値 

国民健康保険 特定健診受診率 
平成29年度 令和7年度 

29. 3％ 60％ 

国民健康保険 特定保健指導実施率 
平成29年度 令和7年度 

28. 9％ 60％ 
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重点目標７ あらゆる人々が安心して暮らせる環境づくり 

社会や経済情勢の急激な変化の中、社会の繋がりの希薄化等により、家庭、地域など生活上

で様々な困難を抱える人が増加しています。 

ひとり親家庭の中には、経済的困難に加え、育児不安や孤独感の増大といった問題に直面して

いる家庭もあり、相談体制の強化、自立支援など、きめ細やかな対応が必要です。 

また、高齢化率が高く、留学生等多くの外国人が生活している本市においては、高齢者等の福

祉サービスの充実や文化の異なる人々も安心して暮らせる環境づくりが必要です。 

  

 

＜施策の方向と推進する施策＞ 

施策の方向 推進する施策 所管課 

① ひとり親家庭への支援 ひとり親家庭の不安解消や生活の安定を図

るため、生活や就労等の相談体制の充実や

支援を図ります。 

こども未来課 

② 高齢者・障害者・外国人 

等への支援 

高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心し

て暮らすことができるよう、相談体制の充

実を図り、社会に参加できる環境づくりを

推進します。 

福祉課、介護医療連携

課 

外国人が安心して生活できるよう、関係機

関と連携し、生活情報の提供や相談支援を

行います。また、多文化共生への理解を深め

るための啓発や交流の場の創出を図りま

す。 

企画政策課、市民課 

 

 

＜数値目標＞ 

項目 現状値 目標値 

ひとり親就労相談による就職率 
令和元年度 令和7年度 

36％ 50％ 

市国際交流協議会が主催（支援）する 

交流イベントへの外国人市民参加者数（延べ） 

令和元年度 令和7年度 

46人 150人 

ボランティア通訳登録者数 
令和元年度 令和7年度 

4人 10人 
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 重点目標８ 政策・方針決定の場への女性の参画促進  

我が国において、急速な少子高齢化・人口減少が進む中で、男女がその性別に関わりなく、社

会の対等な構成員として、男女双方の視点による意見を反映させていくことは、将来にわたり持

続可能で活力ある社会を生み出すことに繋がります。 

しかし、本市の市民意識調査において、「職場の管理職等への就任を依頼された場合」につい

て、「断る」と回答した女性は半数を超えており、事業所意識調査においても、女性の管理職が1

割にも満たない理由として、「女性自身が管理職になることを望んでいないことが多いから」の

回答が上位にあがっています。 

現状において、政策・方針決定の場への女性の参画の割合は低く、本市の審議会等における女

性の割合は、令和2（2020）年4月現在において20.7％となっています。 

政策・方針決定の場への女性の参画促進は、国民の価値観の多様化が進む中で様々な視点が確

保され、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある持続可能な社会を生み出すだけでなく、

将来、誰もが性別を意識することなく活躍できる社会に繋がっていきます。 

そのためには、女性の意識改革を行うとともに、行政における女性登用の推進、民間企業、各

種団体等における女性の参画促進を図る必要があります。 

 

 

＜市民意識調査・事業所意識調査＞ 

 

 

基本目標Ⅲ 男女がともに活躍する社会づくり 

【女性活躍推進計画】 

4.9%

4.9%

4.9%

55.6%

43.1%

49.8%

39.4%

52.0%

45.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性(n=142)

男性(n=123)

全体(n=265)

■図表１１ 職場の管理職や役員への就任を依頼された場合

引き受ける 断る 無回答

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する市民意識調査」 
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0.0%

1.0%

1.0%

4.9%

4.9%

6.8%

12.6%

19.4%

21.4%

28.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

仕事と育児の両立が困難になるから

無回答

仕事と介護の両立が困難になるから

その他

周囲の目もあり、目立つのが嫌だから

賃金は上がるが職責に見合った金額ではないから

業務量が増え長時間労働になるから

現在の業務内容で働き続けたいから

部下を管理・指導できる自信がないから

責任が重くなるから

■図表１２ 就任依頼を断る理由（男性(n=54))

3.4%

5.1%

5.6%

6.8%

8.5%

14.1%

16.4%

18.1%

22.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

周囲の目もあり、目立つのが嫌だから

その他

仕事と育児の両立が困難になるから

賃金は上がるが職責に見合った金額ではないから

仕事と介護の両立が困難になるから

現在の業務内容で働き続けたいから

部下を管理・指導できる自信がないから

業務量が増え長時間労働になるから

責任が重くなるから

■図表１３ 就任依頼を断る理由（女性(n=87)）

50.0%

28.0%

18.0%

16.0%

14.0%

8.0%

8.0%

6.0%

6.0%

2.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

管理能力の面で必要な知識や判断力を有する女性の適任者がいない

（少ない）から

女性自身が、管理職になることを望んでいないことが多いから

その他

将来管理職に就く可能性のある女性はいるが、現在のところその職に

就くための在籍年数などを満たしていないから

女性には家庭での責任があるので、長時間の労働を要求できないから

業務の内容が、女性には任せられない、あるいは女性に向いていない

と思うから

女性は勤続年数が短く、管理職になるまでに退職してしまう（人材として

育たない）から

目標となる女性の先輩がいないので、次が育たないから

社会的にまだ女性登用の機運が高まっていないから

上司・同僚・部下となる男性が女性管理職を希望していないから

顧客が女性管理職をいやがるから

■図表１４ 管理職が1割に満たない理由

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する市民意識調査」 

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する事業所意識調査」 
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＜現況値＞ 

内閣府男女共同参画局が公表した「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に

関する施策の推進状況（令和元（2019）年度）」によると、本市における令和元（2019）年の

審議会等における女性委員の割合は、県内15市において最下位となっています。 

 

   

■図表１５ 市審議会等女性委員及び市職員女性管理職（課長相当職以上）の割合（令和 2（2020）年 4月 1日現在） 

 審議会等委員数 

（地方自治法第202条の3に基づく） 

職員管理職 

（一般行政職） 

委員総数 

（人） 

女性委員 

（人） 

女性委員 

割合（％） 

総数 

（人） 

女性 

（人） 

女性管理職

割合（％） 

岡山市 1,192 509 42.7 298 44 14.8 

倉敷市 1,733 526 30.4 287 22 7.7 

津山市 762 231 30.3 97 14 14.4 

玉野市 304 93 30.6 48 4 8.3 

笠岡市 693 296 42.7 38 3 7.9 

井原市 349 132 37.8 41 4 9.8 

総社市 903 252 27.9 54 12 22.2 

高梁市 619 128 20.7 57 6 10.5 

新見市 417 124 29.7 42 10 23.8 

備前市 401 139 34.7 47 6 12.8 

瀬戸内市 243 74 30.5 46 9 19.6 

赤磐市 315 103 32.7 46 9 19.6 

真庭市 492 136 27.6 55 6 10.9 

美作市 274 70 25.5 47 4 8.5 

浅口市 322 102 31.7 38 7 18.4 

岡山県市町村平均 11,225 3,434 30.6 1,397 174 12.5 

 

 

 

内閣府男女共同参画局公表「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況（令和元年度）」 
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＜施策の方向と推進する施策＞ 

施策の方向 推進する施策 所管課 

① 行政分野における女性 

の参画促進 

市の管理職への女性の積極的な登用を推進

します。 

総務課 

市の消防本部への女性の採用を推進しま

す。 

消防総務課 

市の審議会等における女性委員を増やし、

女性委員のいない審議会等の解消を図りま

す。 

関係各課 

② 民間企業・各種団体等に 

おける女性の参画促進 

政策・方針決定の場への女性の参画の重要

性について、広報、啓発を行います。 

産業振興課 

 

 

 

＜数値目標＞ 

項目 現状値 目標値 

市の一般行政職における 

課長級以上の女性管理職の割合 

令和2年度 令和7年度 

10. 5％ 15％ 

市の消防吏員における女性の割合 
令和2年度 令和7年度 

1.5％ 5％ 

各審議会等における女性委員の割合 

（※地方自治法202条の3に基づく審議会等） 

令和2年度 令和7年度 

20. 7％ 40％ 

女性委員のいない審議会等の数 

（※地方自治法202条の3に基づく審議会等） 

令和2年度 令和7年度 

6 0 
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重点目標９ 地域社会における男女共同参画の推進 

本格的な人口減少が到来する中、将来にわたり持続可能な地域社会を構築していくためには、

これまで以上に男性と女性が力を合わせて防災、まちづくり、地域おこし等の様々な分野におい

て、男女の協働による取組を進めていく必要があります。 

本市の市民意識調査において、「1年以内に参加した社会・地域活動」では、「どれにも参加し

なかった」と回答した割合は、男性に比べ女性の方が高い結果が出ています。 

平成30（2018）年7月豪雨災害など、近年、日本各地で災害が頻発する中、災害発生等の

非常時において、性別に配慮した避難所運営等を行うためには、平常時から防災を含め地域社会

の様々な分野において男女共同参画の促進を図る必要があります。 

 

＜市民意識調査＞ 

 

 

33.5%

12.6%

12.4%

10.7%

10.1%

6.9%

6.5%

5.6%

1.0%

0.6%

35.1%

10.4%

11.0%

9.2%

12.8%

9.5%

6.3%

3.9%

1.5%

0.3%

32.0%

14.6%

13.8%

12.1%

7.6%

4.5%

6.7%

7.3%

0.6%

0.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

自治会・町内会・婦人会などの地域活動

教養や趣味、スポーツ等の活動

福祉・ボランティア活動

どれにも参加しなかった

まちづくりに関する活動

防犯活動や防災活動

ＰＴＡや子ども会の活動

審議会委員や民生委員、愛育委員等の委員活動

国際交流・協力に関する活動

その他

■図表１６ 1年以内に参加した社会・地域活動

全体(n=386) 男性(n=175) 女性(n=211)

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する市民意識調査」 



29 

 

 

 

＜施策の方向と推進する施策＞ 

施策の方向 推進する施策 所管課 

① 地域社会及び防災・災害 

対応における男女共同 

参画の推進 

男女共同参画の視点を取り入れた市の地域

防災計画等の整備を進めるとともに、防災

や災害時の対応に、女性の意見が反映され

るよう市や地域での施策決定の場への参画

を促進します。 

防災復興推進課 

男女共同参画の視点に立った研修会等を行

うなど、啓発に努めます。 

市民課、社会教育課、

防災復興推進課 

防災組織等への女性の参画拡大を図りま

す。 

消防総務課 

＜数値目標＞ 

項目 現状値 目標値 

消防団員における女性の数 
令和元年度 令和7年度 

28人 35人 

防災士における女性の割合 
令和元年度 令和7年度 

10％ 15％ 

23.4%

17.9%

12.3%

10.7%

10.6%

8.5%

7.0%

4.6%

3.5%

1.2%

0.3%

21.9%

13.6%

13.6%

9.6%

12.0%

12.2%

8.0%

4.7%

3.1%

0.7%

0.5%

24.7%

21.5%

11.1%

11.7%

9.5%

5.2%

6.2%

4.4%

3.8%

1.6%

0.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

避難所の設置・運営について、物事を決める際には男女を交えた話し合いをする

更衣室やプライバシーの確保など、性別に配慮した避難所運営を行う

避難所でのリーダーや炊き出しなどの役割を、性別に固定せず分担する

防災や復興の政策・方針を決める過程に女性が参画する

災害時に対応できるよう、平常時から自治会や町内会の役員に女性を入れる、増やす

消防団や自主防災組織に女性を増やす、女性の参画を促進する

平常時から性別に配慮した防災訓練を行う

災害発生直後から、市町村等の女性職員が現場で対応する

わからない

特にない

その他

■図表１７ 性別の違いに気を配った防災対応に必要なこと

全体(n=385) 男性(n=173) 女性(n=212)

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する市民意識調査」 
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重点目標10 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

少子高齢化・人口減少が進行する中で、働きたい人が性別に関わりなくその能力を発揮できる

社会を実現することは非常に重要です。しかし、結婚、出産等の理由で働きたい意思があるにも

関わらず、離職する女性は依然として存在しています。 

本市の市民意識調査において、「女性が仕事をもつことについての考え方」をみると、男女とも

「仕事をもち結婚出産に関わらず仕事を続ける方がよい」と回答した割合が最も高くなっていま

すが、そう回答した女性のうち、約3割が結婚、出産を理由に離職している現状があります。 

「女性が仕事を続けるために必要なこと」をみると、女性では「夫、パートナーなど家族の理

解や家事、育児、介護などへの参加」と回答した割合が最も高いことから、女性が仕事を続ける

ためには男性の理解、意識改革が重要であるといえます。 

また、パワー・ハラスメント（パワハラ）（※９）、セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）防止

対策をしている事業所は、全体の 56.2％であり、約半分の事業所は防止対策を行っていないと

いう結果が出ています。 

そんな中、働きやすい職場環境の整備に向け、企業にパワハラ防止措置を義務付ける、いわゆ

る「女性活躍・ハラスメント規制法」が令和2（2020）年6月から大企業を対象に、また令和

4（2022）年4月から中小企業を対象に施行されることとなりました。 

このように労働条件や環境は徐々に改善されていますが、男女間ではまだ格差があり、男女の

均等な雇用機会と待遇を確保するため、事業者への積極的改善措置（ポジティブ・アクション）

（※１０）やハラスメント対応の促進を図るとともに、女性が結婚、出産等に関わらず仕事を続けら

れる環境づくりに向けた取組を行うことが必要です。 

 

 

※９  パワー・ハラスメント（パワハラ） 

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正 

な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為をいいます。こ 

の行為は上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、更には部下から上司に 

対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれます。 

 

  ※１０ 積極的改善措置（ポジティブ・アクション） 

      様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、 

      男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、個々の状況に応 

じて実施していくもの。男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置は国の責務として規定され、 

また、国に準じた施策として地方公共団体の責務にも含まれています。 
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＜市民意識調査・事業所意識調査＞ 

 

 

 

 

 

 

48.1%

27.1%

6.5%

5.3%

4.8%

4.8%

2.4%

1.0%

50.3%

24.6%

4.9%

7.1%

6.6%

4.4%

1.6%

0.5%

46.3%

29.0%

7.8%

3.9%

3.5%

5.2%

3.0%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

仕事をもち、結婚や出産に関わらず仕事を続ける方がよい

子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び仕事をもつ方がよい

その他

無回答

子どもができるまでは仕事をもつ方がよい

わからない

結婚するまでは仕事をもつ方がよい

女性は仕事をもたない方がよい

■図表１８ 女性が仕事をもつことについての考え方

全体(n=414) 男性(n=183) 女性(n=231)

22.7%

21.6%

21.1%

15.0%

13.9%

3.4%

1.6%

0.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

企業経営者や職場の理解

育児・介護休業制度の充実

夫、パートナーなど家族の理解や家事、育児、介護などへの参加

労働時間の短縮、フレックスタイム制などの柔軟な勤務制度の導入

育児や介護のための施設やサービスの充実

無回答

わからない

その他

■図表１９ 出産、育児、介護等に関わらず女性が仕事を続けるために必要なこと（男性(n=169)）

24.3%

22.2%

19.5%

15.8%

14.6%

1.9%

1.2%

0.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

夫、パートナーなど家族の理解や家事、育児、介護などへの参加

育児・介護休業制度の充実

企業経営者や職場の理解

育児や介護のための施設やサービスの充実

労働時間の短縮、フレックスタイム制などの柔軟な勤務制度の導入

無回答

その他

わからない

■図表２０ 出産、育児、介護等に関わらず女性が仕事を続けるために必要なこと （女性(n=220)）

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する市民意識調査」 

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する市民意識調査」 
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＜施策の方向と推進する施策＞ 

施策の方向 推進する施策 所管課 

① 男女の均等な雇用機会 

と待遇の確保 

事業者に対し、積極的改善措置（ポジティ

ブ・アクション）の広報、啓発を行います。 

産業振興課 

② 女性が働き続けること   

のできる環境づくり 

 

雇用する従業員の子育て等を積極的に応援

する取組を行います。 

産業振興課、こども未

来課 

女性が働き続けることに対し、家庭内の理

解や協力が得られるよう広報、啓発を行い

ます。 

市民課 

③ ハラスメントへの対応 事業者に対し、職場におけるハラスメント

防止対策の啓発を行います。 

産業振興課 

 

 

＜数値目標＞ 

項目 現状値 目標値 

パパ・ママ・子育て応援企業数 
令和元年度 令和７年度 

２６社 ３０社 

 

 

 

 

 

 

取組をしている

（ｎ＝77）

56.2％

取組はしていない

（ｎ＝60）

43.8％

■図表２１ パワハラ・セクハラ防止対策をしている事業所

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する事業所意識調査」 

全体 

n=137 
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重点目標11 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

男女が性別に関係なく、一人の人間として仕事・家庭・趣味などを自分の希望するバランスで

展開させ、多様なライフスタイルを選択できることは、仕事も仕事以外の生活も充実し好循環が

生まれ、ひいては社会全体の活性化に繋がります。 

また、人生100年時代の到来に向け、「教育、仕事、老後」という単線型の人生設計ではなく、

本人の希望に応じて、仕事と家庭や地域、また個人の生活との調和を図っていくことは、生涯に

わたり豊かな人生をもたらすと考えられます。 

しかし、本市の市民意識調査では、男女とも「仕事」と「家庭生活」と「個人の生活」をとも

に優先したいとの回答が最も多かったものの、男女とも希望どおりとはなっておらず、男性は「仕

事」を、女性は「仕事」と「家庭生活」を優先している現状となっています。 

「仕事」と「家庭生活」と「個人の生活」をともに優先するためには、男女とも、仕事だけで

なく家事・育児・介護に主体的に関わることが必要ですが、事業所意識調査において、男性の育

児休業・介護休業の合計取得人数は依然として低い状況となっています。 

ワーク・ライフ・バランス（※１１）の実現のために、本市では、認定こども園・学童保育などの

環境整備、子育て・介護に対する多様なサービスの充実を図るとともに、男性が育児休業・介護

休業を取りやすい職場の環境づくりを推進していく必要があります。 

 

 

 

※１１ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責務を果たすとともに、家庭や地域 

生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・ 

実現できる状態をいいます。 
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＜市民意識調査・事業所意識調査＞ 

 

 

 

 

 

 

■図表２４ 育児休業・介護休業制度取得人数 

＜育児休業制度 取得＞                   ＜介護休業制度 取得＞ 

 

 

   

 

 

 

38.7%

9.9%

4.9%

17.6%

12.0%

7.7%

7.7%

1.4%

0.8%

15.8%

6.8%

14.3%

11.3%

17.3%

32.3%

1.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

「仕事」を優先

「家庭生活を優先」

「地域・個人の生活」を優先

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

「仕事」と「家庭生活」と「個人の生活」をともに優先

その他

■図表２２ 生活の中での優先順位（現状・希望） 男性

男性(n=142) 現状 男性(n=133) 希望

17.7%

22.9%

8.6%

34.9%

2.3%

8.0%

5.1%

0.6%

3.0%

11.6%

6.1%

24.4%

3.7%

18.3%

31.7%

1.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

「仕事」を優先

「家庭生活を優先」

「地域・個人の生活」を優先

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

「仕事」と「家庭生活」と「個人の生活」をともに優先

その他

■図表２３ 生活の中での優先順位（現状・希望） 女性

女性(n=175) 現状 女性(n=164) 希望

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する市民意識調査」 

 男性 女性 合計 

平成 30年度 3人 54人 57人 

令和元年度 4人 48人 52人 

令和 2年度 3人 26人 29人 

 

 男性 女性 合計 

平成 30年度 1人 1人 2人 

令和元年度 2人 1人 3人 

令和 2年度 1人 2人 3人 

 
「令和2年 高梁市男女共同参画に関する事業所意識調査」 
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29.2%

29.2%

26.3%

25.5%

24.8%

17.5%

15.3%

15.3%

15.3%

14.6%

10.9%

10.2%

8.8%

8.0%

6.6%

5.8%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40%

出産・育児に関する経済的な支援

学童保育の費用軽減や保育時間延長

保育所の入所待機者の解消

保育所の保育時間の延長

仕事と家庭の両立について効果的な取組を実施している事業所への経済的な支援

保育所の低年齢児保育受入枠の拡大

一時保育制度の実施

特にない

無回答

事業所向けの、男女共同参画に関する情報の提供や講座の開催

妊娠・出産等のため退職した従業員の再雇用推進策（相談・研修等）の実施

女性の医療・健康づくりへの支援

男性の育児・介護休業の取得促進啓発

仕事と家庭の両立について効果的な取組を実施している事業所のＰＲ

職場の雰囲気・慣行（女性のお茶入れ等）の見直しの啓発

研修・講座等、男女共同参画に関する社会教育の推進

その他

■図表２５ 従業員の仕事と家庭の両立支援について、市の事業や政策へ望むこと

16%

16%

11%

10%

10%

10%

7%

6%

4%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

16%

14%

12%

10%

11%

8%

8%

7%

5%

2%

1%

2%

1%

1%

1%

17%

17%

11%

11%

9%

11%

7%

5%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

0% 5% 10% 15% 20%

子育てや介護中であっても仕事が続けられるよう支援する

子育て、介護に対する多様なサービスを充実する

子育てや介護などでいったん仕事を辞めた人の再就職を支援する

政策や方針決定の場に女性を積極的に登用する

男女共同参画の視点に立った教育や学習をすすめる

労働時間の短縮や在宅勤務の普及など男女ともに働き方の見直しを進める

就労における男女の機会均等や就業環境の充実に向けて働きかけを行う

男女の平等と相互の理解や協力について広報・ＰＲする

女性や男性の生き方や悩みに関する相談の場を提供する

ＤＶを根絶するための支援を促進する

生涯を通じた女性の健康保持を支援する

わからない

国際交流・国際協力に男女がともに参画できるよう支援する

その他

特にない

■図表２６ 男女共同参画を実現するため高梁市が今後力を入れていくべきこと（複数回答可）

全体(n=390) 男性(n=164) 女性(n=220)

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する事業所意識調査」 

「令和2年 高梁市男女共同参画に関する事業所意識調査」 
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＜施策の方向と推進する施策＞ 

施策の方向 推進する施策 所管課 

① 仕事と家庭・地域生活 

等の両立支援・環境整備 

ファミリーサポートセンターなど、地域に 

おける子育て支援サービスの充実を図りま

す。 

こども未来課、福祉

課、介護医療連携課 

ニーズに応じた保育の提供や学童保育の充

実、環境整備を推進します。 

こども未来課 

介護等による離職防止のため、相談体制の

充実や環境整備を推進します。 

介護医療連携課、福祉

課 

② 多様で柔軟な働き方の 

推進 

 

事業者等に対し、フレックスタイムや在宅 

勤務、労働時間の短縮、またテレワークな 

ど、その人の状況に合わせた多様な働き方 

の推進に向けた啓発を行います。 

産業振興課 

 

 

＜数値目標＞ 

項目 現状値 目標値 

ファミリーサポートセンターの 

提供会員・両方会員数 

令和元年度 令和7年度 

28人 42人 

認定こども園数 
令和元年度 令和7年度 

3箇所 5箇所 

一時預かり実施施設数 
令和元年度 令和7年度 

1箇所 3箇所 

市男性職員の育児休業取得率 

（5年間の合計） 

※男性職員の育児休業取得者数／男性職員の育児休業対象者数 

平成28～令和2年度 令和3～7年度 

5.8％ 30％ 
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第４章  計画の推進 

１．市民・事業者等との協働・連携による計画の推進 
 

計画をより効果的に推進するためには、市民一人ひとりの理解促進とともに、事業者の

自主的な取組が必要であることから、市民、市民団体、ＮＰＯ、事業者等と行政が、それ

ぞれの役割をしっかりと理解したうえで、対等なパ―トナーとして連携し、計画を推進し

ます。 

  

計 画 の 推 進 イメージ 

市の取組 

◎庁内推進体制の充実 

◎推進施策の総合調整 

◎推進施策の進捗管理・評価 

◎国・県・関係機関との連携 

 

     市民・事業者等の取組 

◎市民・事業者等による取組の

推進 

◎市民・市民団体・ＮＰＯ、 

事業者等との連携 

◎高梁市男女共同参画審議会 

との協働 

協働 

連携 

市民、事業者等と行政の協働・連携で進める男女共同参画社会の実現 
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２．庁内の推進体制 

男女共同参画社会の実現に向けた施策は、市民生活のあらゆる分野に関わっており、全

庁的に推進する必要があることから、庁内推進組織である「高梁市男女共同参画推進委員

会」を中心に各課の連携を強化し、総合的かつ効果的に計画を推進します。 

 具体的な事項について調査及び研究を行う必要がある場合は、この推進委員会の下部組

織として部会を設置し、計画の目標達成に向けてその推進を図ります。 

 

 

 

３．関係機関との連携 

国・県をはじめ、他の市町村等との連携を図りながら、情報の収集・提供、共同事業の

実施等により計画を推進します。 

 

 

 

４．計画の進行管理 

男女共同参画に関する施策が着実に推進されるよう、この計画に基づく具体的取組の進

捗状況を毎年取りまとめ、市ホームページなどにより公表します。この結果によっては、

具体的な取組について見直しを行います。 
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Ⅰ 

Ⅲ 

◎数値目標一覧 

基本目標 重点目標 項目 
現状値 

(令和元年度） 

目標値 

(令和7年度) 

 
 

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

に
向
け
た
基
盤
づ
く
り 

男女共同参画の実現に向けた

基盤づくり 

市民意識調査の「生活費を稼ぐ」の現状において

「主に男性が行っている」と回答した割合 

44. 9％

（R2） 

30％ 

 

市民意識調査の「日常の家事」の現状において「主

に女性が行っている」と回答した割合 

69. 3％

（R2） 

45％ 

 

学校・家庭・地域における男女

共同参画教育・学習の推進 

人権問題学習講座参加者数 

（男女共同参画社会啓発講演会） 
168人 200人 

 
 

 

男
女
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
構
築 

あらゆる暴力（DV等）の根絶

【DV防止計画】 

DV・虐待防止にかかる啓発活動回数 

※ 民生委員・児童委員との連携、学校訪問、広報活動 
32回 50回 

生涯を通じた健康支援 

国民健康保険 特定健診受診率 
29. 3％

（H29） 

60％ 

 

国民健康保険 特定保健指導実施率 
28. 9％

（H29） 

60％ 

 

あらゆる人々が安心して暮ら

せる環境づくり 

ひとり親就労相談による就職率 36％ 50％ 

市国際交流協議会が主催（支援）する 

交流イベントへの外国人市民参加者数（延べ） 
46人 150人 

ボランティア通訳登録者数 4人 10人 

 
 

男
女
が
と
も
に
活
躍
す
る
社
会
づ
く
り 

【
女
性
活
躍
推
進
計
画
】 

 

政策・方針決定の場への女性

の参画促進 

市の一般行政職における 

課長級以上の女性管理職の割合 

10. 5％

（R2） 

15％ 

 

市の消防吏員における女性の割合 
1.5％ 

（R2） 

5％ 

 

各審議会等における女性委員の割合 

（※地方自治法202条の3に基づく審議会等） 

20. 7％

（R2） 

40％ 

 

女性委員のいない審議会等の数 

（※地方自治法202条の3に基づく審議会等） 

6 

（R2） 

0 

 

地域社会における男女共同参

画の推進 

消防団員における女性の数 28人 35人 

防災士における女性の割合 10％ 15％ 

雇用等の分野における男女の

均等な機会と待遇の確保 
パパ・ママ・子育て応援企業数 26社 30社 

ワーク・ライフ・バランス（仕

事と生活の調和）の推進 

ファミリーサポートセンターの提供会員・両方会員数 28人 42人 

認定こども園数 3箇所 5箇所 

一時預かり実施施設数 1箇所 3箇所 

市男性職員の育児休業取得率（5年間の合計） 
5.8％ 

（H28～R2） 

30％ 

（R3～7） 

 

Ⅱ 
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高梁市男女共同参画推進条例 

 

 

平成17年4月1日 

条 例 第 3 号 

 

 すべての人が性別にかかわりなく個人として尊

重され、一人ひとりの個性や能力を十分に発揮で

きる男女共同参画社会の実現は私たちの願いであ

り、これまで様々な取組が進められてきました。 

しかしながら、家庭や地域あるいは職場では、性

別による固定的な役割分担意識やその意識に基づ

く社会的慣行が依然として存在しており、真の男

女共同参画社会の実現には多くの課題が残されて

います。 

また、少子高齢化、国際化、高度情報化等の社

会経済環境が大きく変化する中、文化を育み健や

かで活力あるまち高梁を創造し未来に引き継いで

いくためには、男女が互いの人権を尊重し合い、

共に支えあう対等なパートナーとしてあらゆる分

野に参画できる社会を実現することが不可欠であ

ります。 

このような認識から、市民、事業者及び市が一

体となって男女共同参画社会の実現に向けた取組

を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を

制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関

し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責

務を明らかにするとともに、男女共同参画の推

進に関する施策の基本となる事項を定めること

により、男女共同参画を総合的かつ計画的に推

進し、豊かで活力ある男女共同参画社会を実現

することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、性別にかかわりな

く、社会の対等な構成員として、自らの意思に

よって社会のあらゆる分野の活動に参画する機

会が確保されることにより、等しく政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を受け、かつ、共

に責任を担うことをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係 

る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内 

において、男女のいずれか一方に対し、そ 

の機会を積極的に提供することをいう。 

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動 

により相手方を不快にさせ、若しくはその者の 

生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手 

方の対応によりその者に不利益を与えることを 

いう。 

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者・ 

恋人その他親密な関係にある者からの身体的、 

精神的又は経済的な暴力をいう。 

(5) 市民 市内に居住し、通学し、通勤し、又 

は市内で活動する者をいう。 

(6) 事業者 市内において事業を行う個人及び 

法人又はその他の団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項

を基本理念として取り組まなければならない。 

(1) 一人ひとりが互いを大切にし、性別による 

差別や暴力的な行為を受けることなく、男女の 

人権が尊重されること。 

(2) 性別による固定的な役割分担意識に基づく 

制度又は慣行を見直し、一人ひとりが多様な生 

き方を選択することができること。 

(3) 市の政策又は民間の団体における方針等の 

立案及び決定に、男女が対等な構成員として参 

画する機会が確保されること。 

(4) 家族を構成する男女が、互いの協力と社会 

支援の下に、家庭生活における活動と勤労等の 

社会生活における活動とが両立できること。 

(5) 男女が、互いの性に関する理解を深め、妊 

娠、出産等に関してその意思が尊重されるとと 

もに、生涯を通じた心身の健康が配慮されるこ 

と。 

(6) 国際社会での取組の成果を尊重し、国際的 

協調の下に進められること。 

（市の責務） 

第４条 市は、男女共同参画の推進を主要な施策

と位置付け、前条に規定する基本理念にのっと

り、男女共同参画の推進に関する施策（積極的

改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定

し、及び実施する責務を有する。 
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２ 市は、男女共同参画の推進に当たり、市民及

び事業者との緊密な連携協力を図るとともに、

特に広域的な取組を必要とする場合にあって

は、国及び他の地方公共団体と相互に協力する

よう努めなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、地

域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野に

おいて、男女共同参画の推進に寄与するよう努

めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に 

関する施策に協力するよう努めなければならな

い。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事

業活動を行うに当たっては、男女共同参画の推

進に寄与するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進

に関する施策に協力するよう努めなければなら

ない。 

（性別による権利侵害等の禁止） 

第７条 何人も、いかなる場においても、性別に

よる権利侵害及び差別的取扱いを行ってはなら

ない。 

２ 何人も、いかなる場においても、セクシュア

ル・ハラスメントを行ってはならない。 

３ 何人も、いかなる場においても、ドメス

ティック・バイオレンスを行ってはならない。 

（公衆に表示する情報への留意） 

第８条 何人も、公衆に表示する情報おいて、性

別による固定的な役割分担、女性に対する暴力

等を助長する表現及び人権を侵害する性的な表

現を行わないよう努めなければならない。 

（基本計画） 

第９条 市長は、男女共同参画の推進に関する施

策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共

同参画の推進に関する基本計画（以下「基本計

画」という。）を策定するものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定める

ものとする。 

(1) 男女共同参画の推進に関する施策の大綱 

(2) その他男女共同参画の推進に関する施策 

３ 市長は、基本計画を策定しようとするとき 

は、第18条に規定する審議会の意見を聴くとと

もに、市民及び事業者の意見を適切に反映する

ために必要な措置を講じなければならない。 

４ 市長は、基本計画を策定したときは、速やか

にこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準

用する。 

（調査研究） 

第10条 市は、男女共同参画の推進に関する施策

を効果的に実施するため、必要な事項の調査研

究に努めるものとする。 

（広報啓発等） 

第11条 市は、男女共同参画に関する市民及び事

業者の理解を深めるため、広報啓発、情報提供

その他必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

（教育及び学習の推進） 

第12条 市は、学校、家庭、地域その他の様々な

場において、男女共同参画の推進に関する教育

及び学習の振興を図るために必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。 

（公表） 

第13条 市は、毎年度、男女共同参画の推進に関

する施策の実施状況等について報告書を作成

し、これを公表するものとする。 

（活動又は取組への支援） 

第14条 市は、市民及び事業者が自主的に行う男

女共同参画の推進に関する活動又は取組が促進

されるよう情報の提供その他必要な支援を行う

ものとする。 

（苦情の処理及び相談への対応） 

第15条 市は、市が実施する男女共同参画の推進

に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を

及ぼすと認められる施策に関し、市民から苦情

の申出があった場合は、関係機関と連携して、

適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市は、性別による差別的取扱いその他の男女

間の人権侵害に関し、市民から相談の申出が

あった場合は、関係機関と連携して、適切な措

置を講ずるよう努めるものとする。 

（被害者の保護） 

第16条 市は、ドメスティック・バイオレンス等

による権利侵害があったと認められる場合に
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は、被害者の保護、相談その他必要な措置を講

ずるものとする。 

２ 市は、ドメスティック・バイオレンス等の被

害者が自立して生活することを支援するため、

各種制度の利用のあっせん、情報の提供その他

必要な援助を行うものとする。 

（推進体制の整備等） 

第17条 市は、男女共同参画の推進に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するために必要な体

制を整備するよう努めるものとする。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を推

進するために必要な財政上の措置を講ずるよう

努めるものとする。 

（審議会の設置） 

第18条 男女共同参画の推進に資するため、高梁

市男女共同参画審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

（所掌事務） 

第19条 審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画

及び男女共同参画の推進に関する重要事項を調

査審議する。 

２ 審議会は、男女共同参画の推進について、必

要に応じ、市長に意見を述べることができる。 

（組織等） 

第20条 審議会は、市長が委嘱する委員15名以内

で組織する。 

２ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総

数の10分の４未満であってはならない。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とする。 

（委任） 

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 
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高梁市男女共同参画推進条例施行規則 

 

平成17年4月1日 

規 則 第 1 2 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高梁市男女共同参画推進条

例（平成17年高梁市条例第３号。以下「条例」

という。）の施行に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（苦情等の申出） 

第２条 条例第15条第１項の苦情の申出（以下

「申出」という。）は、苦情申出書（別記様

式）を市長に提出して行うものとする。 

２ 市長は、申出が次の各号のいずれかに該当す

るとき又は不適法であって補正することができ

ないものであるときは、対応しないものとす

る。 

(1) 現に住民監査請求がなされている事案に関 

するもの 

(2) 現に行政不服審査法（平成26年法律第68 

号）に基づく不服申立てがなされている事案 

に関するもの 

(3) 現に裁判所に所属している事案に関するも 

 の 

(4) 現に議会に対して請願がなされている事案 

に関するもの 

（審議会委員） 

第３条 条例第18条に規定する高梁市男女共同参

画審議会（以下「審議会」という。）の委員は

次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱す

る。 

(1) 市議会議員 

(2) 学識経験を有する者 

(3) 事業者及び各種団体の関係者 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) 市民 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。た

だし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（会長等） 

第４条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、

委員の互選により定める。 

２ 会長及び副会長の任期は、委員の任期とす

る。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あると

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し会長がそ

の議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、

会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 審議会に関係者の出席を求め、意見を聴取す

ることができる。 

（報酬及び費用弁償） 

第６条 委員の報酬及び費用弁償の額は、高梁市

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例（平成16年高梁市条例第35号）

による。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、市民課において行う。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事

項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年４月８日規則第34号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成25年４

月１日から適用する。 

附 則（平成28年３月24日規則第19号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為につい

ての不服申立てに関する手続であってこの規則

の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又

はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁

の不作為に係るものについては、なお従前の例

による。 
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（別記様式） 

苦 情 申 出 書 

                                  年  月  日 

高梁市長  様 

             （申出者） 

郵便番号  

住所又は事務所の

所在地 

 

氏名又は法人名及

び代表者氏名 

 

 

 

電話番号 (    )  － 

高梁市男女共同参画条例施行規則第２条第１項の規定により、次のとおり申し出ます 

申出の趣旨 

及び理由  

（市の、どの機関のどの施策が、どのような問題があるか等を記入してくだ

さい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この申出以 

外の相談等 

の状況   

□相談している  相談先（             ） 

 

 相談の状況及び結果 

 

 

 

 

 

 

□相談していない 

 

 

備   考 

 

 

 

  



 45 

男女共同参画社会基本法 

 

平成 11年 6月 23日法律第 78号 

最終改正：平成 11年 12月 22日法律第 160号 

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と

法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向け

た様々な取組が、国際社会における取組とも連動

しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努

力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟

化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応し

ていく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつ

つ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮することができる男女共

同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会

の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重

要課題と位置付け、社会のあらゆる分野におい

て、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基

本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向

かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画

社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推

進するため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、か

つ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活

力ある社会を実現することの緊要性にかんが

み、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念

を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責

務を明らかにするとともに、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の基本となる事項を

定めることにより、男女共同参画社会の形成を

総合的かつ計画的に推進することを目的とす

る。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の 

対等な構成員として、自らの意思によって社会 

のあらゆる分野における活動に参画する機会が 

確保され、もって男女が均等に政治的、経済 

的、社会的及び文化的利益を享受することがで 

き、かつ、共に責任を担うべき社会を形成する 

ことをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る 

男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお 

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を 

積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人

としての尊厳が重んぜられること、男女が性別

による差別的取扱いを受けないこと、男女が個

人として能力を発揮する機会が確保されること

その他の男女の人権が尊重されることを旨とし

て、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、

社会における制度又は慣行が、性別による固定

的な役割分担等を反映して、男女の社会におけ

る活動の選択に対して中立でない影響を及ぼす

ことにより、男女共同参画社会の形成を阻害す

る要因となるおそれがあることにかんがみ、社

会における制度又は慣行が男女の社会における

活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中

立なものとするように配慮されなければならな

い。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社

会の対等な構成員として、国若しくは地方公共

団体における政策又は民間の団体における方針

の立案及び決定に共同して参画する機会が確保

されることを旨として、行われなければならな

い。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成

する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、

子の養育、家族の介護その他の家庭生活におけ

る活動について家族の一員としての役割を円滑

に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うこ
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とができるようにすることを旨として、行われ

なければならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社

会における取組と密接な関係を有していること

にかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際

的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女

共同参画社会の形成についての基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改

善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定

し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施

策に準じた施策及びその他のその地方公共団体

の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施

する責務を有する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他

の社会のあらゆる分野において、基本理念に

のっとり、男女共同参画社会の形成に寄与する

ように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を実施するため必要な法制上又

は財政上の措置その他の措置を講じなければな

らない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画

社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての報

告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参

画社会の形成の状況を考慮して講じようとする

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を

明らかにした文書を作成し、これを国会に提出

しなければならない。 

 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に 

関する基本的施策    

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的な計画（以下「男女共同参画基本計

画」という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社 

会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会 

の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的 

に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を

聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、

閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決

定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基

本計画を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変

更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を

勘案して、当該都道府県の区域における男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策について

の基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画

計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事

項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に 

講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関す 

る施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域に 

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する 

施策を総合的かつ計画的に推進するために必要 

な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府

県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の

区域における男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策についての基本的な計画（以下「市
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町村男女共同参画計画」という。）を定めるよ

うに努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参

画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を

策定し、及び実施するに当たっては、男女共同

参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を

通じて、基本理念に関する国民の理解を深める

よう適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策に

ついての苦情の処理のために必要な措置及び性

別による差別的取扱いその他の男女共同参画社

会の形成を阻害する要因によって人権が侵害さ

れた場合における被害者の救済を図るために必

要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調

査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の策定に必要な調査研究を推進す

るように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際 

的協調の下に促進するため、外国政府又は国際

機関との情報の交換その他男女共同参画社会の

形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を

図るために必要な措置を講ずるように努めるも

のとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間

の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関し

て行う活動を支援するため、情報の提供その他

の必要な措置を講ずるように努めるものとす

る。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下

「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさど

る。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三 

項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は 

関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の 

形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政 

策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、 

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び 

関係各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促 

進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府 

の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響 

を調査し、必要があると認めるときは、内閣総 

理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べるこ 

と。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内

をもって組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充て

る。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充て

る。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内 

閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を 

有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する 

者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議

員の総数の十分の五未満であってはならない。 
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３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか

一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数

の十分の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、

二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されること

ができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するた

めに必要があると認めるときは、関係行政機関

の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他

の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な

協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に

必要があると認めるときは、前項に規定する者

以外の者に対しても、必要な協力を依頼するこ

とができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の

組織及び議員その他の職員その他会議に関し必

要な事項は、政令で定める。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法

律第七号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画

審議会設置法（以下「旧審議会設置法」とい

う。）第一条の規定により置かれた男女共同参

画審議会は、第二十一条第一項の規定により置

かれた審議会となり、同一性をもって存続する

ものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四

条第一項の規定により任命された男女共同参画

審議会の委員である者は、この法律の施行の日

に、第二十三条第一項の規定により、審議会の

委員として任命されたものとみなす。この場合

において、その任命されたものとみなされる者

の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同

日における旧審議会設置法第四条第二項の規定

により任命された男女共同参画審議会の委員と

しての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五

条第一項の規定により定められた男女共同参画

審議会の会長である者又は同条第三項の規定に

より指名された委員である者は、それぞれ、こ

の法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定

により審議会の会長として定められ、又は同条

第三項の規定により審議会の会長の職務を代理

する委員として指名されたものとみなす。 

 

附 則 

（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法

律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

（施行の日＝平成一三年一月六日） 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三 

項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の 

規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において

次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、

委員その他の職員である者（任期の定めのない

者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他

の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定に

かかわらず、その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するものの

ほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措

置は、別に法律で定める。 
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附 則 

（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）

は、平成十三年一月六日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する

法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千

三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第

二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四

十四条の規定 公布の日 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律(抄) 

 

平成 13年 4月 13日法律第 31号 

最終改正：令和元年 6月 26日法律第 46号 

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と

法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等

の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為

をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、

被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかっ

た。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの

場合女性であり、経済的自立が困難である女性に

対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳

を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等

の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止

し、被害者を保護するための施策を講ずることが

必要である。このことは、女性に対する暴力を根

絶しようと努めている国際社会における取組にも

沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保

護、自立支援等の体制を整備することにより、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るた

め、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」

とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に

対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害

を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに

準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下こ

の項及び第二十八条の二において「身体に対す

る暴力等」と総称する。）をいい、配偶者から

の身体に対する暴力等を受けた後に、その者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者から引き続き

受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者か

らの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出

をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあっ

た者が、事実上離婚したと同様の事情に入るこ

とを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力を防止するとともに、被害者の自立を支援す

ることを含め、その適切な保護を図る責務を有

する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法

務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条

第五項において「主務大臣」という。）は、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策に関する基本的な方針（以下この条並び

に次条第一項及び第三項において「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につ

き、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第

三項の市町村基本計画の指針となるべきものを

定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に 

関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変

更しようとするときは、あらかじめ、関係行政

機関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当

該都道府県における配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のための施策の実施に関する基

本的な計画（以下この条において「都道府県基

本計画」という。）を定めなければならない。 
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２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に 

関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の 

ための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の 

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基

本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案

して、当該市町村における配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策の実施に関

する基本的な計画（以下この条において「市町

村基本計画」という。）を定めるよう努めなけ

ればならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又

は市町村基本計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都

道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のた

めに必要な助言その他の援助を行うよう努めな

ければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦

人相談所その他の適切な施設において、当該各

施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機

能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設

において、当該各施設が配偶者暴力相談支援セ

ンターとしての機能を果たすようにするよう努

めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲

げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に 

応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う 

機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学 

的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行 

うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合に 

あっては、被害者及びその同伴する家族。次 

号、第六号、第五条、第八条の三及び第九条に 

おいて同じ。）の緊急時における安全の確保及 

び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するた 

め、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する 

制度の利用等について、情報の提供、助言、関 

係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用につい 

て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その 

他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用につい 

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整 

その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自

ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満た

す者に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を

行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動

を行う民間の団体との連携に努めるものとす

る。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必

要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害

者の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者で

あった者からの身体に対する暴力に限る。以下

この章において同じ。）を受けている者を発見

した者は、その旨を配偶者暴力相談支援セン

ター又は警察官に通報するよう努めなければな

らない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行う

に当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見したと
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きは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又

は警察官に通報することができる。この場合に

おいて、その者の意思を尊重するよう努めるも

のとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏 

示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規 

定は、前二項の規定により通報することを妨げ 

るものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行う

に当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見したと

きは、その者に対し、配偶者暴力相談支援セン

ター等の利用について、その有する情報を提供

するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護につい 

ての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者

に関する通報又は相談を受けた場合には、必要

に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定に

より配偶者暴力相談支援センターが行う業務の

内容について説明及び助言を行うとともに、必

要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴

力が行われていると認めるときは、警察法（昭

和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執

行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他

の法令の定めるところにより、暴力の制止、被

害者の保護その他の配偶者からの暴力による被

害の発生を防止するために必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長

（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方

面については、方面本部長。第十五条第三項に

おいて同じ。）又は警察署長は、配偶者からの

暴力を受けている者から、配偶者からの暴力に

よる被害を自ら防止するための援助を受けたい

旨の申出があり、その申出を相当と認めるとき

は、当該配偶者からの暴力を受けている者に対

し、国家公安委員会規則で定めるところによ

り、当該被害を自ら防止するための措置の教示

その他配偶者からの暴力による被害の発生を防

止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四

十五号）に定める福祉に関する事務所（次条に

おいて「福祉事務所」という。）は、生活保護

法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福

祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子

及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律

第百二十九号）その他の法令の定めるところに

より、被害者の自立を支援するために必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県

警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府

県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、

被害者の保護を行うに当たっては、その適切な

保護が行われるよう、相互に連携を図りながら

協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に

係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情

の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを

処理するよう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身

体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をい

う。以下この章において同じ。）を受けた者に

限る。以下この章において同じ。）が、配偶者

からの身体に対する暴力を受けた者である場合

にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴

力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後

に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消

された場合にあっては、当該配偶者であった者

から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二

条第一項第二号において同じ。）により、配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた者である

場合にあっては配偶者から受ける身体に対する

暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受け
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た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合にあっては、当該配偶者であっ

た者から引き続き受ける身体に対する暴力。同

号において同じ。）により、その生命又は身体

に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又

は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴

力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場

合にあっては、当該配偶者であった者。以下こ

の条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第

一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げ

る事項を命ずるものとする。ただし、第二号に

掲げる事項については、申立ての時において被

害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場

合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、 

被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と 

している住居を除く。以下この号において同 

じ。）その他の場所において被害者の身辺につ 

きまとい、又は被害者の住居、勤務先その他そ 

の通常所在する場所の付近をはいかいしてはな 

らないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、 

被害者と共に生活の本拠としている住居から退 

去すること及び当該住居の付近をはいかいして 

はならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一

号の規定による命令を発する裁判所又は発した

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又

は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日

以後、同号の規定による命令の効力が生じた日

から起算して六月を経過する日までの間、被害

者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もし

てはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事 

項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得 

ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファ 

クシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子 

メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から 

午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミ 

リ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信 

すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌 

悪の情を催させるような物を送付し、又はその 

知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り 

得る状態に置くこと。 

八 その性的羞(しゆう)恥心を害する事項を告 

げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はそ 

の性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を 

送付し、若しくはその知り得る状態に置くこ 

と。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者

がその成年に達しない子（以下この項及び次項

並びに第十二条第一項第三号において単に

「子」という。）と同居しているときであっ

て、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足り

る言動を行っていることその他の事情があるこ

とから被害者がその同居している子に関して配

偶者と面会することを余儀なくされることを防

止するため必要があると認めるときは、第一項

第一号の規定による命令を発する裁判所又は発

した裁判所は、被害者の申立てにより、その生

命又は身体に危害が加えられることを防止する

ため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた

日以後、同号の規定による命令の効力が生じた

日から起算して六月を経過する日までの間、当

該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居を除く。以下この項において同

じ。）、就学する学校その他の場所において当

該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、

就学する学校その他その通常所在する場所の付

近をはいかいしてはならないことを命ずるもの

とする。ただし、当該子が十五歳以上であると 

きは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者

が被害者の親族その他被害者と社会生活におい
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て密接な関係を有する者（被害者と同居してい

る子及び配偶者と同居している者を除く。以下

この項及び次項並びに第十二条第一項第四号に

おいて「親族等」という。）の住居に押し掛け

て著しく粗野又は乱暴な言動を行っていること

その他の事情があることから被害者がその親族

等に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため必要があると認めると

きは、第一項第一号の規定による命令を発する

裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てに

より、その生命又は身体に危害が加えられるこ

とを防止するため、当該配偶者に対し、命令の

効力が生じた日以後、同号の規定による命令の

効力が生じた日から起算して六月を経過する日

までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共

に生活の本拠としている住居を除く。以下この

項において同じ。）その他の場所において当該

親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の

住居、勤務先その他その通常所在する場所の付

近をはいかいしてはならないことを命ずるもの

とする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五

歳未満の子を除く。以下この項において同

じ。）の同意（当該親族等が十五歳未満の者又

は成年被後見人である場合にあっては、その法

定代理人の同意）がある場合に限り、すること

ができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立て

に係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所

がないとき又は住所が知れないときは居所）の

所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次

の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもす

ることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する 

暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定に

よる命令（以下「保護命令」という。）の申立

ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなけ

ればならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に 

対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配 

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配 

偶者から受ける身体に対する暴力により、生命 

又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい 

と認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをす 

る場合にあっては、被害者が当該同居している 

子に関して配偶者と面会することを余儀なくさ 

れることを防止するため当該命令を発する必要 

があると認めるに足りる申立ての時における事 

情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをす 

る場合にあっては、被害者が当該親族等に関し 

て配偶者と面会することを余儀なくされること 

を防止するため当該命令を発する必要があると 

認めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察 

職員に対し、前各号に掲げる事項について相談 

し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無 

及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警 

察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時 

及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置 

の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同

項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がな

い場合には、申立書には、同項第一号から第四

号までに掲げる事項についての申立人の供述を

記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第

五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受け

たものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る 

事件については、速やかに裁判をするものとす

る。 
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（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立

ち会うことができる審尋の期日を経なければ、

これを発することができない。ただし、その期

日を経ることにより保護命令の申立ての目的を

達することができない事情があるときは、この

限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまで

に掲げる事項の記載がある場合には、裁判所

は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助

若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対し

て執られた措置の内容を記載した書面の提出を

求めるものとする。この場合において、当該配

偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の

長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前

項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属

官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは

援助若しくは保護を求められた職員に対し、同

項の規定により書面の提出を求めた事項に関し

て更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定に

は、理由を付さなければならない。ただし、口

頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の

要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又

は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期

日における言渡しによって、その効力を生ず

る。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、

速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又

は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部

長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配

偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談

し、又は援助若しくは保護を求めた事実があ

り、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第

一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載が

あるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護

命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に

名称が記載された配偶者暴力相談支援センター

（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相

談支援センターが二以上ある場合にあっては、

申立人がその職員に対し相談し、又は援助若し

くは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相

談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対

しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を

及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の

取消しの原因となることが明らかな事情がある

ことにつき疎明があったときに限り、抗告裁判

所は、申立てにより、即時抗告についての裁判

が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停

止を命ずることができる。事件の記録が原裁判

所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ず

ることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定

による命令の効力の停止を命ずる場合におい

て、同条第二項から第四項までの規定による命

令が発せられているときは、裁判所は、当該命

令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を

申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定によ

る命令を取り消す場合において、同条第二項か

ら第四項までの規定による命令が発せられてい

るときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消

さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保

護命令について、第三項若しくは第四項の規定

によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁

判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官

は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知

をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知

するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の 

場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した

場合について準用する。 
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（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護

命令の申立てをした者の申立てがあった場合に

は、当該保護命令を取り消さなければならな

い。第十条第一項第一号又は第二項から第四項

までの規定による命令にあっては同号の規定に

よる命令が効力を生じた日から起算して三月を

経過した後において、同条第一項第二号の規定

による命令にあっては当該命令が効力を生じた

日から起算して二週間を経過した後において、

これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判

所がこれらの命令の申立てをした者に異議がな

いことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の

規定による命令を発した裁判所が前項の規定に

より当該命令を取り消す場合について準用す

る。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前

二項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の 

申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令

が発せられた後に当該発せられた命令の申立て

の理由となった身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規

定による命令の再度の申立てがあったときは、

裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている

住居から転居しようとする被害者がその責めに

帰することのできない事由により当該発せられ

た命令の効力が生ずる日から起算して二月を経

過する日までに当該住居からの転居を完了する

ことができないことその他の同号の規定による

命令を再度発する必要があると認めるべき事情

があるときに限り、当該命令を発するものとす

る。ただし、当該命令を発することにより当該

配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認め

るときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の

規定の適用については、同条第一項各号列記以

外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第

一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第

十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中

「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及

び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本

文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から

第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第

一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第

一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事

者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧

若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の

交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請

求することができる。ただし、相手方にあって

は、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは

相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又

は相手方に対する保護命令の送達があるまでの

間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支

局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証

人がその職務を行うことができない場合には、

法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又

はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第

二項（第十八条第二項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の認証を行わせること

ができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を

除き、保護命令に関する手続に関しては、その

性質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法

律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護

命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁

判所規則で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保

護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項

において「職務関係者」という。）は、その職

務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その

置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、
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障害の有無等を問わずその人権を尊重するとと

もに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な

配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、

被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関

する理解を深めるために必要な研修及び啓発を

行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力の防止に関する国民の理解を深めるため

の教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護に資するため、

加害者の更生のための指導の方法、被害者の心

身の健康を回復させるための方法等に関する調

査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の

養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護を図るための活

動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行う

よう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用

を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業 

務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号 

に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談 

所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生 

労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行 

う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱す 

る婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護 

（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者 

に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い 

必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱 

する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁

しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、

都道府県が前条第一項の規定により支弁した費

用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるもの

については、その十分の五を負担するものとす

る。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲

げる費用の十分の五以内を補助することができ

る。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した 

費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるも 

の 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章

までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚

姻関係における共同生活に類する共同生活を営

んでいないものを除く。）をする関係にある相

手からの暴力（当該関係にある相手からの身体

に対する暴力等をいい、当該関係にある相手か

らの身体に対する暴力等を受けた後に、その者

が当該関係を解消した場合にあっては、当該関

係にあった者から引き続き受ける身体に対する

暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者につ

いて準用する。この場合において、これらの規

定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十

八条の二に規定する関係にある相手からの暴

力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。 

第二条 被害者 被害者（第二十八

条の二に規定する

関係にある相手か

らの暴力を受けた

者をいう。以下同

じ。） 
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第六条第一項 配偶者又は 

配偶者で 

あった者 

同条に規定する関

係にある相手又は

同条に規定する関

係にある相手で

あった者 

第十条第一項

から第四項ま

で、第十一条

第二項第二

号、第十二条

第一項第一号

から第四号ま

で及び第十八

条第一項 

配偶者 第二十八条の二に

規定する関係にあ

る相手 

第十条第一項 離婚をし、

又はその婚

姻が取り消

された場合 

第二十八条の二に

規定する関係を解

消した場合 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて

準用する第十条第一項から第四項までの規定に

よるものを含む。次条において同じ。）に違反

した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰

金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）又

は第二十八条の二において読み替えて準用する

第十二条第一項（第二十八条の二において準用

する第十八条第二項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）の規定により記載すべき

事項について虚偽の記載のある申立書により保

護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料

に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。ただし、第二章、

第六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部

分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相

談支援センターに係る部分に限る。）、第二十

七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月

一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談

所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴

力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求

めた場合における当該被害者からの保護命令の

申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四

号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適

用については、これらの規定中「配偶者暴力相

談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」

とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の

施行後三年を目途として、この法律の施行状況

等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づ

いて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則 

（平成一六年六月二日法律第六四号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による

改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律（次項において「旧法」とい

う。）第十条の規定による命令の申立てに係る

同条の規定による命令に関する事件について

は、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せら

れた後に当該命令の申立ての理由となった身体

に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危

害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの

法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する法律（以下「新法」と

いう。）第十条第一項第二号の規定による命令
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の申立て（この法律の施行後最初にされるもの

に限る。）があった場合における新法第十八条

第一項の規定の適用については、同項中「二

月」とあるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行

後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要

な措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則 

（平成一九年七月一一日法律第一一三号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による

改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律第十条の規定による命令の申

立てに係る同条の規定による命令に関する事件

については、なお従前の例による。 

 

附 則 

（平成二五年七月三日法律第七二号）抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。 

 

附 則 

（平成二六年四月二三日法律第二八号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条 

まで、第十二条及び第十五条から第十八条まで 

の規定 平成二十六年十月一日 

 

附 則 

（令和元年六月二六日法律第四六号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定  

公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律

の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定

の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律第六条第一

項及び第二項の通報の対象となる同条第一項に

規定する配偶者からの暴力の形態並びに同法第

十条第一項から第四項までの規定による命令の

申立てをすることができる同条第一項に規定す

る被害者の範囲の拡大について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす

る。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施

行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律第一条第一項に

規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地域

社会における更生のための指導及び支援の在り

方について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。 
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女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（抄） 

 

平成 27年 9月 4日法律第 64号 

最終改正：令和元年 6月 5日法律第 24号 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって

職業生活を営み、又は営もうとする女性がその

個性と能力を十分に発揮して職業生活において

活躍すること（以下「女性の職業生活における

活躍」という。）が一層重要となっていること

に鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年

法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性

の職業生活における活躍の推進について、その

基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び

事業主の責務を明らかにするとともに、基本方

針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生

活における活躍を推進するための支援措置等に

ついて定めることにより、女性の職業生活にお

ける活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男

女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化

の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済

情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を

実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、

職業生活における活躍に係る男女間の格差の実

情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営

み、又は営もうとする女性に対する採用、教育

訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の

職業生活に関する機会の積極的な提供及びその

活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分

担等を反映した職場における慣行が女性の職業

生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮し

て、その個性と能力が十分に発揮できるように

することを旨として、行われなければならな

い。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業

生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介

護その他の家庭生活に関する事由によりやむを

得ず退職することが多いことその他の家庭生活

に関する事由が職業生活に与える影響を踏ま

え、家族を構成する男女が、男女の別を問わ

ず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介

護その他の家庭生活における活動について家族

の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生

活における活動を行うために必要な環境の整備

等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑

かつ継続的な両立が可能となることを旨とし

て、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっ

ては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関

し、本人の意思が尊重されるべきものであるこ

とに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女

性の職業生活における活躍の推進についての基

本原則（次条及び第五条第一項において「基本

原則」という。）にのっとり、女性の職業生活

における活躍の推進に関して必要な施策を策定

し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇

用し、又は雇用しようとする女性労働者に対す

る職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用

する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資

する雇用環境の整備その他の女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組を自ら実施する

よう努めるとともに、国又は地方公共団体が実

施する女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に協力しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策を総合

的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活

における活躍の推進に関する基本方針（以下

「基本方針」という。）を定めなければならな

い。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。 
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一 女性の職業生活における活躍の推進に関する 

基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における 

活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する 

施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するため 

の支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必 

要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に 

関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活 

における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣

議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決

定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表

しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準

用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該

都道府県の区域内における女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策についての計画

（以下この条において「都道府県推進計画」と

いう。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定

められているときは、基本方針及び都道府県推

進計画）を勘案して、当該市町村の区域内にお

ける女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策についての計画（次項において「市町村

推進計画」という。）を定めるよう努めるもの

とする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又

は市町村推進計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務 

大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施

することができるよう、基本方針に即して、次

条第一項に規定する一般事業主行動計画及び第

十九条第一項に規定する特定事業主行動計画

（次項において「事業主行動計画」と総称す

る。）の策定に関する指針（以下「事業主行動

計画策定指針」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲

げる事項につき、事業主行動計画の指針となる

べきものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する 

取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に 

関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣

は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下

「一般事業主」という。）であって、常時雇用

する労働者の数が三百人を超えるものは、事業

主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動

計画（一般事業主が実施する女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組に関する計画を

いう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定

めるところにより、厚生労働大臣に届け出なけ

ればならない。これを変更したときも、同様と

する。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する 

取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活 

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画を定め、又は変更しようとするとき
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は、厚生労働省令で定めるところにより、採用

した労働者に占める女性労働者の割合、男女の

継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的

地位にある労働者に占める女性労働者の割合そ

の他のその事業における女性の職業生活におけ

る活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活

における活躍を推進するために改善すべき事情

について分析した上で、その結果を勘案して、

これを定めなければならない。この場合におい

て、前項第二号の目標については、採用する労

働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤

務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的

地位にある労働者に占める女性労働者の割合そ

の他の数値を用いて定量的に定めなければなら

ない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労

働省令で定めるところにより、これを労働者に

周知させるための措置を講じなければならな

い。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労

働省令で定めるところにより、これを公表しな

ければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画に基づく取組を実施するとともに、一

般事業主行動計画に定められた目標を達成する

よう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の

数が三百人以下のものは、事業主行動計画策定

指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚

生労働省令で定めるところにより、厚生労働大

臣に届け出るよう努めなければならない。これ

を変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が

一般事業主行動計画を定め、又は変更しようと

する場合について、第四項から第六項までの規

定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行

動計画を定め、又は変更した場合について、そ

れぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七 

項の規定による届出をした一般事業主からの申 

請に基づき、厚生労働省令で定めるところによ 

り、当該事業主について、女性の職業生活にお 

ける活躍の推進に関する取組に関し、当該取組 

の実施の状況が優良なものであることその他の 

厚生労働省令で定める基準に適合するものであ 

る旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下

「認定一般事業主」という。）は、商品、役務

の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又

は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生

労働省令で定めるもの（次項及び第十四条第一

項において「商品等」という。）に厚生労働大

臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、

商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示

を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次

の各号のいずれかに該当するときは、第九条の

認定を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと 

認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し 

たとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたと 

き。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主から

の申請に基づき、厚生労働省令で定めるところ

により、当該事業主について、女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組に関し、当該

事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく

取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定め

られた目標を達成したこと、雇用の分野におけ

る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する

法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条

の二に規定する業務を担当する者及び育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六

号）第二十九条に規定する業務を担当する者を
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選任していること、当該女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に

優良なものであることその他の厚生労働省令で

定める基準に適合するものである旨の認定を行

うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下

「特例認定一般事業主」という。）について

は、第八条第一項及び第七項の規定は、適用し

ない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定め

るところにより、毎年少なくとも一回、女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生

労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について

準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主

が次の各号のいずれかに該当するときは、第十

二条の認定を取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消 

すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなった 

と認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又 

は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの 

法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたと 

き。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中

小事業主（一般事業主であって、常時雇用する

労働者の数が三百人以下のものをいう。以下こ

の項及び次項において同じ。）が、当該承認中

小事業主団体をして女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働

者の募集を行わせようとする場合において、当

該承認中小事業主団体が当該募集に従事しよう

とするときは、職業安定法（昭和二十二年法律

第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の

規定は、当該構成員である中小事業主について

は、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団

体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その

他の特別の法律により設立された組合若しくは

その連合会であって厚生労働省令で定めるもの

又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接

の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要

件に該当するものに限る。）のうち、その構成

員である中小事業主に対して女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組を実施するため

の人材確保に関する相談及び援助を行うもので

あって、その申請に基づいて、厚生労働大臣

が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生

労働省令で定める基準に適合する旨の承認を

行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項

に規定する基準に適合しなくなったと認めると

きは、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募

集に従事しようとするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、募集時期、募集人員、募

集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚

生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け

出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の

規定による届出があった場合について、同法第

五条の三第一項及び第四項、第五条の四、第三

十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一

項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項、

第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並

びに第五十一条の規定は前項の規定による届出

をして労働者の募集に従事する者について、同

法第四十条の規定は同項の規定による届出をし

て労働者の募集に従事する者に対する報酬の供

与について、同法第五十条第三項及び第四項の

規定はこの項において準用する同条第二項に規

定する職権を行う場合について、それぞれ準用

する。この場合において、同法第三十七条第二

項中「労働者の募集を行おうとする者」とある
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のは「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律第十六条第四項の規定による届出をし

て労働者の募集に従事しようとする者」と、同

法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業

務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期

間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条

の三の規定の適用については、同法第三十六条

第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の

者をして労働者の募集に従事させようとする者

がその被用者以外の者に与えようとする」と、

同法第四十二条の三中「第三十九条に規定する

募集受託者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律（平成二十七年法

律第六十四号）第十六条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対

し、第二項の相談及び援助の実施状況について

報告を求めることができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する承認

中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に

関する調査研究の成果を提供し、かつ、これら

に基づき当該募集の内容又は方法について指導

することにより、当該募集の効果的かつ適切な

実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の

規定により一般事業主行動計画を策定しようと

する一般事業主又はこれらの規定による届出を

した一般事業主に対して、一般事業主行動計画

の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般

事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施され

るように相談その他の援助の実施に努めるもの

とする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの

長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下

「特定事業主」という。）は、政令で定めると

ころにより、事業主行動計画策定指針に即し

て、特定事業主行動計画（特定事業主が実施す

る女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関する計画をいう。以下この条において

同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する 

取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活 

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更しようとするときは、内閣府令で定め

るところにより、採用した職員に占める女性職

員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時

間の状況、管理的地位にある職員に占める女性

職員の割合その他のその事務及び事業における

女性の職業生活における活躍に関する状況を把

握し、女性の職業生活における活躍を推進する

ために改善すべき事情について分析した上で、

その結果を勘案して、これを定めなければなら

ない。この場合において、前項第二号の目標に

ついては、採用する職員に占める女性職員の割

合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、

勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性

職員の割合その他の数値を用いて定量的に定め

なければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に

周知させるための措置を講じなければならな

い。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事

業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表

しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく

取組を実施するとともに、特定事業主行動計画

に定められた目標を達成するよう努めなければ

ならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報 

の公表） 
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第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主

は、厚生労働省令で定めるところにより、職業

生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択

に資するよう、その事業における女性の職業生

活における活躍に関する次に掲げる情報を定期

的に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働 

者に対する職業生活に関する機会の提供に関す 

る実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活と 

の両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生

労働省令で定めるところにより、職業生活を営

み、又は営もうとする女性の職業選択に資する

よう、その事業における女性の職業生活におけ

る活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なく

ともいずれか一方を定期的に公表するよう努め

なければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報 

の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めると

ころにより、職業生活を営み、又は営もうとす

る女性の職業選択に資するよう、その事務及び

事業における女性の職業生活における活躍に関

する次に掲げる情報を定期的に公表しなければ

ならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対 

する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との 

両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進す 

るための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍

を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓

練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活

躍を推進するため、前項の措置と相まって、職

業生活を営み、又は営もうとする女性及びその

家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機

関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る

事務の一部を、その事務を適切に実施すること

ができるものとして内閣府令で定める基準に適

合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する

者又は当該事務に従事していた者は、正当な理

由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍

の推進に関する地方公共団体の施策を支援する

ために必要な財政上の措置その他の措置を講ず

るよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍

の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興

開発金融公庫その他の特別の法律によって設立

された法人であって政令で定めるものをい

う。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適

正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例

認定一般事業主その他の女性の職業生活におけ

る活躍に関する状況又は女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良

な一般事業主（次項において「認定一般事業主

等」という。）の受注の機会の増大その他の必

要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一

般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な

施策を実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業

生活における活躍の推進について、国民の関心

と理解を深め、かつ、その協力を得るととも

に、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に資するよう、国内外にお

ける女性の職業生活における活躍の状況及び当

該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行

うものとする。 
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（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女

性の職業生活における活躍の推進に関する事務

及び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以

下この条において「関係機関」という。）は、

第二十二条第一項の規定により国が講ずる措置

及び同条第二項の規定により地方公共団体が講

ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活に

おける活躍の推進に有用な情報を活用すること

により、当該区域において女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑

に実施されるようにするため、関係機関により

構成される協議会（以下「協議会」という。）

を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共

団体の区域内において第二十二条第三項の規定

による事務の委託がされている場合には、当該

委託を受けた者を協議会の構成員として加える

ものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると

認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員

として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以

下この項において「関係機関等」という。）が

相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活

における活躍の推進に有用な情報を共有し、関

係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域

の実情に応じた女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組について協議を行うものとす

る。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団

体は、内閣府令で定めるところにより、その旨

を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議

会の事務に従事していた者は、正当な理由な

く、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会

の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が

定める。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関

し必要があると認めるときは、第八条第一項に

規定する一般事業主又は認定一般事業主若しく

は特例認定一般事業主である同条第七項に規定

する一般事業主に対して、報告を求め、又は助

言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の

規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表を

した第八条第一項に規定する一般事業主又は第

二十条第二項に規定する情報に関し虚偽の公表

をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事

業主である第八条第七項に規定する一般事業主

に対し、前条の規定による勧告をした場合にお

いて、当該勧告を受けた者がこれに従わなかっ

たときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二

条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に

規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令

で定めるところにより、その一部を都道府県労

働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この

法律の実施のため必要な事項は、政令で定め

る。 

 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職

業安定法第四十一条第二項の規定による業務の

停止の命令に違反して、労働者の募集に従事し

た者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者

は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に

処する。 
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一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏 

らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした 

者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者

は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に

処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしない 

で、労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法 

第三十七条第二項の規定による指示に従わな 

かった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法 

第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者

は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用 

する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法 

第五十条第一項の規定による報告をせず、又は 

虚偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法 

第五十条第二項の規定による立入り若しくは検 

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に 

対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした 

者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法 

第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏ら 

した者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の

代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、第三十四条、第三十六条又

は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対しても、各本条の

罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過

料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章

（第二十八条を除く。）及び第六章（第三十条

を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、

平成二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日

限り、その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事

務に従事していた者の当該事務に関して知り得

た秘密については、同条第四項の規定（同項に

係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわら

ず、同項に規定する日後も、なおその効力を有

する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に

関して知り得た秘密については、第二十八条の

規定（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の

規定にかかわらず、同項に規定する日後も、な

おその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の

適用については、この法律は、第一項の規定に

かかわらず、同項に規定する日後も、なおその

効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するも

ののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措

置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過し

た場合において、この法律の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規

定について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

（平成二九年三月三一日法律第一四号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を

加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公

布の日 
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二及び三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五 

十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六 

条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一 

条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改 

正規定（「百分の五十を」を「百分の八十を」 

に改める部分に限る。）、第四条の規定並びに 

第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及 

び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附 

則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附 

則第十三条中国家公務員退職手当法（昭和二十 

八年法律第百八十二号）第十条第十項第五号の 

改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の 

規定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除 

く。）の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇 

用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第 

六十八号）第三十八条第三項の改正規定（「第 

四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分 

に限る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用 

の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三 

十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の 

項、第三十二条の十一から第三十二条の十五ま 

で、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の 

項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一 

項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二 

条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十 

二条の規定並びに附則第三十三条（次号に掲げ 

る規定を除く。）の規定 平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げ

る規定にあっては、当該規定）の施行前にした

行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、こ

の法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で

定める。 

附 則 

（令和元年六月五日法律第二四号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年

を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働 

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する 

法律第四条の改正規定並びに次条及び附則第六 

条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を 

超えない範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰

則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律

の施行に関して必要な経過措置は、政令で定め

る。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過し

た場合において、この法律による改正後の規定

の施行の状況について検討を加え、必要がある

と認めるときは、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。 
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男女共同参画関係年表 

年 国際機関 日本 岡山県 

1975 年 

(昭和 50 年) 

・国際婦人年（目標：平等、発展、

平和) 

・国際婦人年世界会議（第 1 回

世界女性会議）を開催（メキシ

コシティ、6～７月） 

・｢世界行動計画｣採択 

・婦人問題企画推進本部設置（9

月） 

・婦人問題企画推進会議設置（9

月） 

 

1977 年 

(昭和 52 年) 

 ・｢国内行動計画｣、｢婦人の政策

決定参加を促進する特別活動

推進要綱｣決定（1 月） 

 

1978 年 

(昭和 53 年) 

  ・｢婦人問題行政連絡協議会｣設置 

・県政モニターアンケート｢婦人 

の地位向上に関する意識調査｣

実施（10 月） 

1979 年 

(昭和 54 年) 

・第 34 回国連総会で、｢女子に

対するあらゆる形態の差別の

撤廃に関する条約｣採択（12

月） 

 ・県の婦人問題担当課を｢県民課｣

に位置付ける 

・｢岡山の婦人問題を考える会｣が

発足、意見書を発表 

1980 年 

(昭和 55 年) 

・｢国連婦人の十年 中間年世界会

議｣（第 2 回世界女性会議）を

開催（コペンハーゲン、7 月） 

・｢国連婦人の十年後半期行動プ

ログラム｣採択 

 ・｢岡山県婦人問題会議｣を設置、

同会議は｢婦人の地位と福祉の

向上に関する提言｣を答申 

1981 年 

(昭和 56 年) 

 ・｢国内行動計画後期重点目標｣ 

決定（5 月） 

・｢岡山県婦人問題協議会｣設置 

（4 月） 

・県の婦人問題担当課が｢県民生

活課｣に移り、｢婦人班｣新設（4

月） 

1982 年 

(昭和 57 年) 

  ・婦人広報資料｢おかやまの婦人｣

創刊 

・県政世論調査｢家庭と婦人｣実施

（1～2 月） 

1984 年 

(昭和 59 年) 

・｢国連婦人の十年ＥＳＣＡＰ地

域政府間準備会議｣開催 

（東京、3 月） 

 ・｢おかやま婦人のバス事業｣開始 

1985 年 

(昭和 60 年) 

・｢国連婦人の十年ナイロビ世界

会議｣（第 3 回世界女性会議）

を開催（7 月） 

・（西暦 2000 年に向けての） 

「婦人の地位向上のためのナ

イロビ将来戦略｣採択 

・国籍法の改正施行（父母両血

統主義の採用、配偶者の帰化

条件の男女同一化）（1 月） 

・｢男女雇用機会均等法｣の成立 

（6月公布／1986年4月施行） 

・｢女子差別撤廃条約｣批准（6月） 

 

 

 

・岡山県婦人問題協議会が｢女性

の地位と福祉の向上に関する

提言｣を答申 

・｢岡山県婦人海外派遣事業｣開始 

・婦人問題調査｢女性の地位向上

に関する生活と意識｣実施 
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年 国際機関 日本 岡山県 

1986 年 

(昭和 61 年) 

 

 

 

  

・婦人問題企画推進本部拡充：構

成を全省庁に拡大、任務も拡充

（1 月） 

・婦人問題企画推進有識者会議 

開催（2 月） 

・県民生活課婦人班を｢婦人青少

年対策室婦人企画班｣に改組（4

月） 

・｢地域婦人問題推進センター｣ 

設置(県内 3 か所) 

1987 年 

(昭和 62 年) 

 ・｢西暦 2000 年に向けての新国

内行動計画｣策定（5 月） 

 

・｢岡山県婦人情報バンク｣開設 

・｢地域婦人問題推進センター｣ 

設置(県内 3 か所) 

1988 年 

(昭和 63 年) 

  ・｢地域婦人問題推進センター｣ 

設置(県内 3 か所) 

・｢女性による地域福祉実践事業｣

開始 

1989 年 

(平成元年) 

 ・新学習指導要領の告示（家庭

科教育における男女同一の教

育課程の実現等）（3 月） 

・｢働く女性相談コーナー｣開設 

・｢農山漁村婦人の日｣設定 

1990 年 

(平成 2 年) 

・国連婦人の地位委員会拡大 

会議（ウィーン、2～3 月） 

・国連経済社会理事会｢婦人の地

位向上のためのナイロビ将来

戦略に関する第 1 回見直しと

評価に伴う勧告及び結論｣採択

（5 月） 

 ・｢21 世紀に生きる岡山の女性｣

シンボルマーク決定 

・県政世論調査「女性の地位向上

に関する生活と意識」実施 

（10 月） 

1991 年 

(平成 3 年) 

 ・｢西暦 2000 年に向けての新国

内行動計画｣改定（第 1次改定）

（5 月） 

・｢育児休業法｣の改正（5 月公布

／1992 年 4 月施行） 

・｢第 4 次岡山県総合福祉計画｣ 

策定（女性の項目新設） 

・｢男女共同参加型社会の実現を 

めざして｣策定 

1992 年 

(平成 4 年) 

 ・初の婦人問題担当大臣を任命

（12 月） 

・｢女性県政アドバイザー事業｣ 

開始 

・｢女性農業士制度｣発足 

1993 年 

(平成 5 年) 

 ・｢男女共同参画社会づくりに関

する推進体制の整備について｣

決定（7 月） 

・｢女性青少年対策室女性政策課｣

を新設（4 月） 

1994 年 

(平成 6 年) 

・｢開発と女性｣に関する第 2回 

アジア・太平洋大臣会議 

（ジャカルタ、6 月） 

・「ジャカルタ宣言及び行動計画」

採択 

・国際人口・開発会議で「行動 

計画」を採択（カイロ、9 月） 

・男女共同参画室（総理府）設置

（6 月） 

・男女共同参画審議会設置（政令）

（6 月） 

・男女共同参画推進本部設置（7

月） 

・所管部を地域振興部から企画部

に移管（4 月） 

・岡山県婦人問題協議会に｢女性

の地位と福祉の向上のための

総合的方策｣について諮問 

・県政世論調査｢女性の地位向上

に関する生活と意識｣実施（7

～8 月） 
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年 国際機関 日本 岡山県 

 

1995 年 

(平成 7 年) 

・第 4 回世界女性会議－平等、 

開発、平和のための行動－を 

開催(北京) 

・｢北京宣言及び行動綱領｣採択 

（9 月） 

・｢育児休業法｣の改正(介護休業

制度の法制化)（6 月公布／10

月施行） 

・岡山県婦人問題協議会が｢女性 

の地位と福祉の向上に関する

提言｣答申 

・岡山県婦人問題協議会を｢岡山 

県男女共同参画推進協議会｣に

改称（10 月） 

1996 年 

(平成 8 年) 

 ・男女共同参画審議会から｢男女

共同参画ビジョン｣答申（7月） 

・男女共同参画推進連携会議（え

がりてネットワーク）発足（9

月） 

・「男女共同参画2000年プラン」

策定(12 月) 

・｢男女共同参画社会の実現をめ 

ざして｣策定 

1997 年 

(平成 9 年) 

 ・男女共同参画審議会設置（法律）

（4 月） 

・｢男女雇用機会均等法｣の改正 

（女性に対する差別の禁止等） 

（6月公布/1999年4月施行） 

・｢介護保険法｣成立（12 月公布

/2000 年 4 月施行） 

・｢岡山県男女共同参画推進本部｣

設置（4 月） 

・｢岡山県女性センター整備構想 

検討委員会｣設置（6 月） 

・｢男女共同参画アドバイザー養

成事業｣開始 

1998 年 

(平成 10 年) 

 ・男女共同参画審議会｢男女共同 

参画社会基本法－男女共同参

画社会を形成するための基礎

的条件づくり－｣答申（11 月） 

・所管部を企画部から生活環境部

に移管（4 月） 

・｢ウィズウイーク（11/11～

17）｣決定 

・｢中国・四国・九州地区男女共

同参画推進地域会議｣開催（11

月） 

1999 年 

(平成 11 年) 

・ＥＳＣＡＰハイレベル政府間 

会議開催（バンコク、10 月） 

・｢男女共同参画社会基本法｣公 

布・施行（6 月） 

・｢食料・農業・農村基本法｣公布・

施行(女性の参画の促進を規定)

（7 月） 

・｢岡山いきいき子どもプラン｣ 

策定（3 月） 

・岡山県男女共同参画推進センタ

ー (愛称：ウィズセンター )  

開館（4 月） 

2000 年 

(平成 12 年) 

・国連特別総会｢女性 2000 年 

会議：21 世紀に向けての男女

平等・開発・平和｣(ニューヨー

ク、6 月) 

・男女共同参画審議会｢女性に対 

する暴力に関する基本的方策

について｣答申（7 月） 

・｢国の審議会等における女性委 

員の登用について｣決定（8 月） 

・男女共同参画審議会｢男女共同 

参画基本計画策定に当たって

の基本的な考え方－21 世紀

の最重要課題－｣答申(9 月) 

・｢男女共同参画基本計画｣閣議決

定（12 月） 

・｢男女共同参画週間について｣決

定（12 月） 

・｢男女共同参画社会に関する県

民意識調査｣実施（1～2 月） 

・岡山県人権政策審議会答申（3

月） 
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年 国際機関 日本 岡山県 

2001 年 

(平成 13 年) 

 ・男女共同参画会議・男女共同参

画局（内閣府）設置（1 月） 

・｢女性国家公務員の採用・登用

等の促進について｣、｢女性に対

する暴力をなくす運動につい

て｣決定（6 月） 

・｢仕事と子育ての両立支援策の 

方針について｣閣議決定（7 月） 

・｢配偶者からの暴力の防止及び 

被害者の保護に関する法律｣成

立（4 月公布／10 月施行） 

・｢育児休業法｣の改正(対象とな

る子の年齢の引き上げ等)（11

月公布／2002 年 4 月施行） 

・｢おかやまウィズプラン 21｣  

策定（3 月） 

・｢岡山県人権政策推進指針｣策定

（3 月） 

・｢女性青少年対策室女性政策課｣

を｢男女共同参画課｣に改組 

（4 月） 

・｢岡山県男女共同参画の促進に 

関する条例｣(6 月公布/10 月 

施行） 

・男女共同参画推進月間始まる

（11 月） 

2002 年 

(平成 14 年) 

  ・｢岡山県男女共同参画審議会｣を

設置（4 月） 

2003 年 

(平成 15 年) 

 ・男女共同参画推進本部｢女性の

チャレンジ支援策の推進につ

いて｣決定（6 月） 

・｢男女共同参画フォーラム in お

かやま｣開催（2 月） 

・｢男女共同参画グローバル政策 

対話岡山会議｣開催（11 月） 

2004 年 

(平成 16 年) 

 ・男女共同参画推進本部決定｢女 

性国家公務員の採用、登用の 

拡大等について｣決定（4 月） 

・男女共同参画社会の将来像検 

討会報告書取りまとめ（6 月） 

・｢配偶者からの暴力の防止及び 

被害者の保護に関する法律｣の

改正(暴力の定義の拡大等) 

（6 月公布／12 月施行）及び

同法に基づく基本方針の策定

（12 月）  

・｢女性のチャレンジ支援策岡山 

アピール｣開催（8 月） 

・｢男女共同参画社会に関する県 

民意識調査｣実施（10～11月） 

・｢新岡山いきいき子どもプラン｣

策定（12 月） 

2005 年 

(平成 17 年) 

・第 49 回国連婦人の地位委員

会／｢北京＋10｣閣僚級会合

(ニューヨーク、2～3 月) 

・男女共同参画会議｢男女共同参 

画社会の形成の促進に関する

施策の基本的な方向について｣

答申（7 月） 

・男女共同参画会議｢男女共同参 

画基本計画の変更について｣答

申（12 月） 

・｢男女共同参画基本計画（第 2

次）｣閣議決定（12 月） 

・岡山県配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する基

本計画策定（3 月） 

・｢女性副知事フォーラム 2005

おかやま｣開催（11 月） 

2006 年 

(平成 18 年) 

・第 1 回東アジア男女共同参画 

担当大臣会合（東京、6～7 月） 

・｢男女雇用機会均等法｣の改正 

（性差別禁止の範囲の拡大等） 

（6 月公布／2007 年 4 月 

施行） 

・｢改訂岡山県人権政策推進指針｣

策定（2 月） 

・｢新おかやまウィズプラン｣策定

（3 月） 
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年 国際機関 日本 岡山県 

2007 年 

(平成 19 年) 

・第２回東アジア男女共同参画 

担当大臣会合(ニューデリー、

12 月) 

・｢配偶者からの暴力の防止及び 

被害者の保護に関する法律｣改

正（保護命令制度の拡充等） 

(7 月公布/2008 年 1 月施行) 

・｢パートタイム労働法｣改正（パ

ートタイム労働者の雇用環境

の整備）（6 月公布／2008 年

4 月施行） 

・｢仕事と生活の調和（ワーク･ラ

イフ･バランス）憲章｣及び｢仕

事と生活の調和推進のための

行動指針｣策定（12 月） 

 

2008 年 

(平成 20 年) 

 ・男女共同参画推進本部決定 

「女性の参画加速プログラム」

（4 月）  

・｢次世代育成支援対策推進法｣の

改正(一般事業主行動計画の公

表の義務化等)（12 月公布／

2009 年 4 月施行） 

   

・岡山県配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する基

本計画改定（7 月） 

・岡山県男女共同参画推進センタ

ー（ウィズセンター）岡山県総

合福祉・ボランティア・ＮＰＯ

会館（きらめきプラザ）へ移転

（9 月） 

・｢全国シェルターシンポジウム

2008in おかやま｣開催（後援）

（11 月） 

2009 年 

(平成 21 年) 

 ・「ＤＶ相談ナビ」開設（1 月） 

・男女共同参画シンボルマーク決

定（4 月） 

・育児・介護休業法改正(短時間

勤務制度導入等)（6 月公布／

2010 年 6 月施行） 

・男女共同参画会議「新たな経済

社会の潮流の中で生活困難を

抱える男女について」公表（11

月） 

・｢新おかやまウィズプラン｣中間

見直し（3 月） 

・｢男女共同参画社会に関する県 

民意識調査｣実施（10～11月） 

 

2010 年 

(平成 22 年) 

・第 54 回国連婦人の地位委員会

／｢北京＋15｣記念会合(ニュ

ーヨーク、3 月) 

・男女共同参画会議｢第 3 次男女

共同参画基本計画策定に当た

っての基本的な考え方につい

て｣答申（7 月） 

・男女共同参画会議｢男女共同 

参画基本計画の変更について｣

答申（12 月） 

・「第 3 次男女共同参画基本計画｣

閣議決定（12 月） 

・「岡山いきいき子どもプラン

2010」策定（3 月） 

・所管部を生活環境部から県民生

活部に移管（4 月） 

・｢男女共同参画課｣を｢男女共同 

参画青少年課｣に改組（4 月） 

 

2011 年 

(平成 23 年) 

・UN Women 正式発足（1月） 

・第４回東アジア男女共同参画 

担当大臣会合（シェムリアッ

プ、11 月） 

 ・｢第 3 次おかやまウィズプラン｣

策定（3 月） 

・｢第 3 次岡山県人権政策推進指

針｣策定（3 月） 
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2012 年 

(平成 24 年) 

・第 56 回国連婦人の地位委員会

「自然災害におけるジェンダ

ー平等と女性のエンパワーメ

ント」決議案採択（ニューヨー

ク、3 月） 

 

・「女性の活躍促進による経済活 

性化」行動計画」策定（6 月） 

 

 

2013 年 

(平成 25 年) 

 ・若者・女性活躍推進フォーラム

の提言（5 月） 

・｢配偶者からの暴力の防止及び 

被害者の保護に関する法律｣の

改正（7 月公布）及び同法に基

づく基本方針の策定（12 月公

布） 

 

2014 年 

(平成 26 年) 

 

・第 58 回国連婦人の地位委員会

「自然災害におけるジェンダ

ー平等と女性のエンパワーメ

ント」決議案採択（ニューヨー

ク、3 月） 

 

・「パートタイム労働法」の改正 

(4月公布／2015年4月施行) 

・「次世代育成支援対策推進法」 

の改正（4 月公布／2015 年 

4 月施行） 

 

・｢岡山県男女共同参画の促進に 

関する条例｣の一部改正につい

て（1 月） 

・｢岡山県配偶者からの暴力の防 

止及び被害者の保護に関する

基本計画｣改定（9 月） 

・｢男女共同参画社会に関する県 

民意識調査｣実施（10～11月） 

 

2015 年 

(平成 27 年) 

 

・第 59 回国連婦人の地位委員会

（国連「北京＋20」記念会合）

開催（ニューヨーク、3 月） 

・第 3 回国連防災世界会議（仙台）

「仙台防災枠組」採択 

・「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」（SDGs）

採択（目標 5:ジェンダー平等を

達成し、すべての女性及び女児

の能力強化を行う） 

・｢女性の職業生活における活躍 

の推進に関する法律｣の成立

（9 月公布・施行／一般・特定

事業主行動計画の策定及び公

表等 2016 年 4 月施行） 

・男女共同参画会議｢第 4 次男女

共同参画基本計画策定に当た

っての基本的な考え方につい

て｣答申（12 月） 

・男女共同参画会議｢男女共同参 

画基本計画の変更について｣答

申（12 月） 

・｢第 4 次男女共同参画基本計画｣

閣議決定（12 月） 

・「岡山いきいき子どもプラン

2015」策定(3 月) 

2016 年 

(平成 28 年) 

 

 ・「男女雇用機会均等法」の改正 

（3 月公布／2017 年 1 月施

行ほか） 

・「育児・介護休業法」の改正（3

月公布ほか／2017 年 1 月施

行ほか） 

・「第 4 次おかやまウィズプラン」

及び「岡山県女性活躍推進計

画」策定（3 月） 

・「第 4 次岡山県人権政策推進指

針」策定(3 月) 

2017 年 

(平成 29 年) 

 ・「働き方改革実行計画」決定 

（3 月) 
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年 国際機関 日本 岡山県 

2018 年 

(平成 30 年) 

 

 ・「政治分野における男女共同参 

画の推進に関する法律」の成立

（5 月公布・施行） 

・「働き方改革を推進するための 

関係法律の整備に関する法律」

の成立（7 月公布／2019 年 

4 月施行ほか） 

・「岡山いきいき子どもプラン

2015」一部改定(3 月) 

2019 年 

(令和元年) 

・「男女平等に関するパリ宣言」

（G7 パリサミット 5 月） 

・「女性活躍・ハラスメント規制

法」の成立（6 月公布／2020

年 6 月施行ほか） 

・「配偶者からの暴力の防止及び 

被害者の保護等に関する法律」

の一部改正（6 月公布／2020

年 4 月施行ほか） 

・｢男女共同参画社会に関する県 

民意識調査｣実施（10 月） 

 

2020 年 

(令和 2 年) 

 ・「配偶者からの暴力の防止及び 

被害者の保護等のための施策

に関する基本的な方針」の改正

（3 月） 

・男女共同参画会議｢男女共同参 

画社会の形成の促進に関する

施策の基本的な考え方につい

て｣答申（11 月） 

・｢第 5 次男女共同参画基本計画｣

閣議決定（12 月） 

・「岡山いきいき子どもプラン

2020」策定(3 月) 

2021 年 

(令和 3 年) 

  ・「第 5 次おかやまウィズプラン」

及び「第 2 次岡山県女性活躍推

進計画」策定（3 月） 

・「岡山県配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関す

る基本計画」改定（3 月） 

・「第 5 次岡山県人権政策推進指

針」策定(3 月) 
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用 語 解 説 

 

あ 行 

SNS 

 

 

 

 

SDGs 

(持続可能な開発目標) 

 

 

 

 

 

 

 

 さ 行 

ジェンダー 

 

 

 

 

 

 

持続可能な開発目標 

 

性的マイノリティ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social Networking Service）

の略で、インターネット上で登録された利用者同士が交流できる Web サ

イトの会員制のサービスのことであり、Facebook や LINE などがありま

す。 

 

Sustainable Development Goals の略。2001 年に策定されたミレニ

アム開発目標（MDGs）の後継として、2015 年 9 月の国連サミットで採

択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された

2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17 のゴ

ール・169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」

ことを誓っています。SDGs は発展途上国のみならず、先進国自身が取り

組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本としても積極的に取り組

んでいます。 

 

 

「社会的・文化的に形成された性別」のことです。人間には生まれつい

ての生物学的性別（セックス／sex）があります。一方、社会通念や慣習の

中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このよ

うな男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／

gender）といいます。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に

良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われています。 

 

あ行 「SDGs」で解説 

 

性的少数者、セクシュアル・マイノリティともいわれ、心身と心の性が

一致しない、性愛の対象が必ずしも異性に向かわない等の性自認、性的指

向をもつ人々の総称です。「LGBT」と表現することもありますが、これは、

代表的な性自認、性的指向である次の言葉の頭文字をとった性的マイノリ

ティの総称の一つです。 

 ・Ｌ（レズビアン）：女性の同性愛者 

・Ｇ（ゲイ）：男性の同性愛者 

・Ｂ（バイセクシュアル）：両性愛者 
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性と生殖に関する健

康（リプロダクティ

ブ・ヘルス） 

 

 

性と生殖に関する権

利（リプロダクティ

ブ・ライツ） 

 

 

 

セクシュアル・ハラス

メント（セクハラ） 

 

 

 

 

積極的改善措置（ポジ

ティブ・アクション） 

 

 

  

 

 

た 行 

DV 

 

 

 

・Ｔ（トランスジェンダー）： 

「身体の性」は男性でも、「心の性」は女性というように、 

「身体の性」と「心の性」が一致しないため、「身体の性」 

に違和感を持つ人。「心の性」にそって生きたいと望む人 

も多く見られます。 

 

人間の生殖システム、その機能と（活動）過程の全ての側面において、単

に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に

良好な状態であること。 

 

 

全てのカップルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出産

する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得ること

ができるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロ

ダクティブ・ヘルスを得る権利 

 

 

継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反し

て行われる性的な言動であり、それは、単に雇用関係にある者の間のみな

らず、施設における職員とその利用者との間や団体における構成員間など、

様々な生活の場で起こり得るものであると定義されています。 

 

 

様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するた

め、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する

機会を積極的に提供するものであり、個々の状況に応じて実施していくも

の。男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置は国の責務として規定

され、また、国に準じた施策として地方公共団体の責務にも含まれていま

す。 

 

「配偶者や交際相手など親密な関係にある、またはあった者から振るわ

れる暴力」のことで、「ドメスティック・バイオレンス（Domestic 

Violence）」ともいわれ、しばしば「DV」と略されて使われています。 

DV には、殴る、蹴るといった身体的暴力だけでなく、精神的暴力、性的暴

力、経済的暴力、社会的暴力なども含まれます。 
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は 行 

パワー・ハラスメント

（パワハラ） 

 

 

 

 

ポジティブ・アクショ

ン 

 

ら 行 

リプロダクティブ・ヘ

ルス 

 

リプロダクティブ・ラ

イツ 

 

わ 行 

ワーク・ライフ・バラ

ンス（仕事と生活の調

和） 

 

 

 

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優

位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、

または職場環境を悪化させる行為をいいます。この行為は上司から部下に

行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、更には部下から上司に

対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれます。 

 

さ行 「積極的改善措置」で解説 

 

 

 

さ行 「性と生殖に関する健康」で解説 

 

 

さ行 「性と生殖に関する権利」で解説 

 

 

 

一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責務を果た

すとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といっ

た人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる状態をいいます。 
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